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1,8009の小型セオドライト
《TED-100》

テオ・石O□
一般の経緯儀の大きさ･重量を約半分

に軽減した1分読ｾｵドﾗｲﾄです。

山林､農地､建築土木測量に最適。

●本体寸法:124(W)×130(D)×198(H)mm

●本体重量:1.8kg
●望遠鏡：倍率20倍､全長130mm

●分度：1分
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反勿板式高粉疫レーザトータ〃'ステーションブﾘズｪ､反射板不要ノンブリズムトータルステーシヨン

LTS=Soo NTS｡Soo
●距離測定:1m～300m以上●距離梢度:±(3mm+3ppm×距離）●距離測定:～300m以上●距離精度:±10cm

●角度精度1分(水平角､鉛直角）●計算機能:水平距離､高低差●角度精度1分(水平角､鉛直角）●計算機能:水平距離､高低差

お持ちのテオー100に､レーザ距離計の装着･調整も承ります。

46･0083東京都大田区千鳥2g12･7TEL｡03(3758)1111FAX､03(3756)1045
tp://wwwnushikata･,CO･jpE-mail:info@ushikata･CO･jp/
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NTS肩300/LTS震300とも

現場から《データ記録/転送》

●データ記録(距離､角慶現地メモ）
●座標表示

●測定データをPCへ転送して
CSV､DXRS1MA形式に変換

●測定データを離れたPC等へ
携帯電話で転送

●特注ｿﾌﾄの制作も承ります

300mで±10cmの精度300mで±3mmの精度
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子どもたちに

山の素H吉らしさ｡尊さを
－木原財団の軌跡

よしだまさふみ

木原営林大和事業財団常務理事“‘忠:、

吉田雅文．“
財団法人.§

身qP’

‘；

誼

1924年生まれ。東京都出身。1947年,北海

道大学農学部林学科卒業。1957～64年,大船
渡･古川営林署長。1968年以降，佐賀県林務

課長，林野庁林産課長，宮崎県林務部長，青
森・熊本営林局長を経て，日本林業経営者協
会副会長，同相談役。平成7年より現職。健
康保持のため夕食後約3kmのウオーキン
グを行っている。

●はじめに
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本年8月8日，アジア7カ国の子どもたち42名が環境探検｢未来への航海｣で屋久

島に上陸したときのことである。森の中を歩き続けて約3時間，子どもたちは何を感

じたのだろうか。タイから来た少女ノバソンさん（13歳）は「何だか怖いわ」とつぶ

やき，シンガポールから来た少女アマンダさん(13歳）は｢静かで神聖な感じがする」
いふけいけん

と言った。このような自然に対する畏怖と敬度な気持ちは極めて大切な心情であり，

この年ごろの少年少女たちの心に深く刻印されるものと思う。
ほこ牡

古来R本人は山に祠をつくり，あるいはまた,山そのものを神と票め,自然に対す
る敬度な気持ちと自然から受ける恵みに感謝の誠を捧げてきたのである。結果として，

大事な生態系も保たれてきたのみならず，人間が人間たるの徳性すなわち正直，感謝，
はぐく

他者への思いやり，謙虚さ等，人間にとって最も大事な尊い心の働きを育んできたの

である。

人間は5～6歳ごろから道徳感情というものが芽生えるとともに，知能も発動しだ
おうせい

し，理解力・記憶力･想像力等が7～8歳から12～13歳までがいちばん旺朧な年ごろ

といわれる。筆者はかつてカナダ・ケベック州の山中にある林間研修の宿泊施設を訪

れたことがあるが，そこの指導者は「子どもたちを自然に親しませ，森林の大切さを

感じ取らせるには12～13歳ごろまでが最適」と言っていたことを思い出す。

自然は子どもたちに「人間は自然の一部であり，自然にすべて依存して生かされて

いる」ことを素直に体感させながら，畏敬の念とともに謙虚な心を与えてくれるので

ある。
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●財団設立の経緯
当財団は設立者木原崇雲翁が，三重，和歌山，山口3県下の所有山林667haを寄付

し，これを基本財産とする財団の設立を申請し，昭和41年12月6日，農林大臣の許

可を受けて設立されたものである。

設立者木原崇雲翁は，若いころから公共に対する奉仕の念の極めて強い人であり，

また，翁とともに世の辛酸をなめ尽くし，労苦を共にしたヨシ夫人もまた，己を空し

ゅうし，世に報いる心の極めて厚い人であった。翁はその設立趣意書の中で次のよう

に述べている。｢私は5才の時に孤児となり，11才から労働に従事するようになりまし
ため

た。自分の逆境をかえりみて早くから，いまにきっと国家社会の為に尽くそうと自分

の心に決めました。それからは，自分としてはできるだけの努力をしてきたつもりで
ととの

す。家庭を持ってからは，妻ヨシと永い歳月力を合わせ，心をひとつにして，家を斉

え，産を治めて，ついに2府20県に山林を所有するようになりました」と述べてい

る。そのヨシ夫人が昭和41年4月1日，突如として亡くなられた。翁はヨシ夫人の他

界を機に，世に報いる心の厚かった夫人の志を末長く生かす方法として，この財団の

設立を思い立ったのである。さらに翁は「造林事業というものは，大自然の力に敬虐

な人間の努力が調和してはじめて成果を上げるものでありまして，これにたずさわる
う

人々は，その恵みによりまして，精神的にも物質的にも家庭生活の幸福を亨けること
ととの

ができます。…．．…．その結果育成された森林は，風雨を調え，気候を緩和し，水害を

未然に防ぎ，浄泉を潤沢にして万物をうるおすのみならず，その美しい景色は人の心
はか

を和らげる等，その効用の量ることのできないほど大きいことはまだ十分に知られて

いないように思われます」と述べ，人間の精神作用への恵みを強調されている。

財団の設立当初は，昭和30年代半ばの池田内閣による所得倍増政策の後を受けた，

いわゆるイザナギ景気と称する急激な経済成長に入る時期に当たり，「自然保護｣とい
いま

う考えは未だジャーナリズムに登場していないころであった。

森林の自然的効用が，人間の存在と人間社会の健全な発展にどれだけ重要であるか

という認識については，未だ啓蒙期にあり，「社会開発｣に名を借りる行き過ぎた自然

軽視の風潮が，大手を振ってまかり通っていた時期であった。こうした時期に木原翁
のつと

の精神を掲げて財団をつくり，その精神に則って森林保譲に関する公益事業を行おう

としたことは，当時としては先駆的な試みであった。

財団30年史(平成8年）によると，発足以来，各種公益事業に投下した額は約3億

1千万円に上る。

●財団の運営事業について
木原崇雲翁は，森林愛護の精神は，年少のうちにかん養することが特に必要である

とする信念を持ち，その時期にこの精神を胸にとどめておけば大人になっても森林へ

の関心は心のどこかに残るものであり，それが将来，森林愛護を社会的に考える場合

の精神的基盤になるはずだと考えていた。この考えに基づいて，財団はどんな事業を

するかについていろいろと模索した結果，その一つが学校林造成の奨励とその顕彰と

なったのである。
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卦故木原崇雲氏と

故ヨシ夫人
『財団法人木原営林大和事業財団
10年史』（1977)より

山村地域においては，小・中学校が学校林を設け，これを管理している所があり，

そこでは児童・生徒が両親・祖父母・PTA・教師と一体となって造林作業に取り組ん

でいる。学校のこうした取り組みは，参加者全員による山林労働の一体感を通して，

児童・生徒に山林に対する愛着の念を持たせるうえで非常に効果的であると考えられ

ていた。そこで財団は，本事業を財団発足時の昭和41年以降実施し，そこに一定の成

果を上げ，また，関係方面の評価も得てきた。しかしその後，諸種の状況の変化に伴

い，さまざまな問題も生じてきた。それまでに植栽された学校林が，時の経過ととも

に成林となり，以後の枝打ち，除間伐等の作業は，児童・生徒の作業としては困難に

なってきたこと。道路，交通上の事情で学校林まで行動することに支障が出てきたこ

と。社会開発が進むにつれて，学校林用地を新たに確保することが困難になってきた

こと等々，これらがその主たる理由である。このため，学校林の顕彰は昭和58年度で

終了することとなったが，この間の表彰校数は99校に達した。

しかし，これに代わる年少者の緑に対する活動はすでに展開が見られていたので，

その前年の昭和57年より，新たに緑の少年団の顕彰を学校林の顕彰と並行して行い，

昭和59年度からは,年少者に対する事業を緑の少年団の顕彰一本に絞って行うことと

したのである。緑の少年団の顕彰の目的は，山村地域において植林作業等を通し，山

林造成，地域の緑化に地道に努力している少年団を表彰することによって年少者の山

林愛護，地域緑化に対する関心をかん養することを目指し，その時々の社会状況の変

化に対応させながら今日に受け継いでいるのである。昭和57年以降,今日まで顕彰し

た少年団は51を数えている。

●緑の少年団表彰式で思うこと
緑の少年団の表彰式は，当方から現地の小・中学校に赴き，表彰状と副賞金をお渡

しすることにしているが，現地では町・村長や教育長をはじめ関係者が多数参集し，

さらに，これを報道する地元新聞社が駆け付けるなど，ちょっとした行事となってい

る。

私は長い森林官としての生活体験から得た自然界の不思議さや感動したこと等を具

体例を挙げて話をし，人間にとって森林が生命の源泉であり，いかに大切な存在であ

④－林業技術No.7402003.11



るかを伝えることにしている。子どもたちはシーンとして話に聞き入ってくれるが，

後から「初めてこういう話を聞いた」と，驚きの感想を述べる先生もいる。

授与式の後，お礼にと言って全校児童が力いっぱい歌ってくれる歌には，感激で胸

いっぱいとなる。いつも感じることだが，好奇心いっぱいのキラキラした子どもたち

の目を見ていると，子どもというのは素晴らしい未来を持った原石のような存在だな

としみじみ思う。無限の可能性を持つ尊い子どもたちの魂と向かい合って育てていく

教師の仕事は，正に聖職の名に値する仕事である。この認識をしっかり持たないと，

教師は使命感も情熱も持てないのではないか。

ところで最近の緑の少年団は，花壇の花植えや街の清掃等が主体となっているもの

が少なくない。それ自体決して悪くはないし，結構なことだと思うが，何となく力強

さに欠けるきらいがある。やはり山に行くということが断然大事なことであり，森の

中で時間を過ごすことにより，そこから感得するものがいちばん大きいと思われるか
ことわざ

らである。古い諺に「徳教（道徳や善行の教え）は目より入りて耳より入らず」とあ

るように，徳性の元となる感動は，山に行かずして手に入れることは難しいのではな

いか。

昨年11月，北海道江差町の水堀小学校緑の少年団の表彰に出向いたときである。そ

の前日に桧山森林管理署のご好意で現地の砂坂海岸林を視察することができた。この

辺りは風の強い地帯と見え，近くの丘の上では数十基の風車が勢いよく回っていた。

この海岸林は長さ8km,幅600mの見事な30数年生の黒松林であるが，この海岸林

ができるまでの海浜は見渡す限りの砂地で，強烈な西風にあおられた砂が7kmも内
さんたん

陸部に向かって降り注ぎ，農民は水田を埋めた砂の取り出しに追われ，苦心惨謄して

いたとのことである。このため，昭和12年より30年以上もかけて，多くの人たちが
ざぜつ

それこそ血のにじむような努力を傾け，幾度かの挫折を乗り越えてようやく今日のご

とき立派な海岸林ができ上がったのである。子どもたちはその海岸林のあちこちにブ

ナ，ナラ等の手づくりの紙製ポット苗を植え込んでいる。いつの日かこの海岸林はさ

らに立派で丈夫な混交林になっていくだろう。子どもたちにとっても生涯忘れること

のできない尊い思い出として記憶されるであろう。

海岸林の周囲はガッチリと森林管理箸によってガードされているが，海岸林の造成

に協力している小学校には森林管理署から蕊が渡されており,子どもたちが随時自由
に海岸林に出入りできるようにしている。私は思わず，「国有林はよい仕事をしていま

すね」と，森林管理曙の方々にお礼とともに感想を述べたしだいである。

●さて，これからどうするか
今日，教育を憂うる声が多いが，「教育問題は，すなわち教育者の問題である」とい

う冷厳なる事実をまず認識し，最も大事な徳性を育むうえで，山林を含めた自然の中

で子どもたちを教えることの大切さをぜひ学校側に認識してほしいものである。

幸いにして文部科学省は，平成14年度より新学習指導要領において｢総合的な学習

の時間」を設け，自ら学び，考えることを通じ生きる力を育てることを目標に自然体

験等を取り入れることとしたが，その対象として学校林をぜひとも活用してほしいも

のである。
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▼秋田県雄勝町立秋ノ宮小学校「杉の子隊」の活動 ▼森林教室の模様（北海道上ノ国町）

林野庁はタイミングよく，平成15年度より，将来を担う青少年たちが学校林を積極

的に活用し，それを通じて青少年の人格形成の向上を図りたいとの趣旨の下に，学校

林の整備に一Ⅲ脱ぐこととなったことは誠に時宜にかなうのみならず，その見識を高

く評価したい。

率直に言って今までの学校教育においては，森林での体験ということについて，学

校側の反応は鈍く，あまり関心を持たれなかったようである。原因はいろいろあろう

が，最も大きな理由は，教員自身がその成長過程において自然との接触経験が少ない

ため，いざ現場での教育となると話のタネを持ち合わせていない等，自信喪失で，結

果的に関心の低さや消極的，閉鎖的ということになるようである。先生方は，もっと

もっと木のことも，草のことも勉強してほしい。なかなか忙しくてそこまで勉強が追

いつかない場合は，森林管理署の職員や森林組合の専門家を現場の指導者として招き，

子どもたちといっしょに勉強するようにしてはどうだろうか。これは十分実現可能で

効果も上がることと思う。

以上のように考えていたところ，山梨県では県緑化推進機構と共同で「森林を知ろ

う一総合学習の指導者養成誰座」を開催し，小･中学校の教員を対象に大きな成果を

上げていることを知った。果たせるかな受講した先生方は，「｢総合的な学習の時間」

をどう使うか悩んでいたが，大変よいヒントを得た｣，「子どもたちは身近な植物を聞

いてくる。もっと植物の見分け方を勉強したい｣，「森林に入り，自然の中での青少年

の野外教育は，子どもたちの知的，身体的，情緒的発達にとって大切なことだ｣，「子

どもたちをまずは自然に親しませることが大事だ」等々の感想が寄せられ，教師を対

象としたこういう研修が極めて有効で大事であることを証明したようだ。

文部科学省が新学習指導要領に基づく「総合的な学習の時間」を設定し，さらに，

学習の場としての学校林の整備に林野庁が乗り出すなど，学校林を巡る周囲の条件は，

徐々にフォローの風が吹き始めてきたようである。この際，この方向に加速させてゆ

くためには，山梨県方式による「総合学習の指導者養成講座」は誠に有効と思われる

ので，各県でもぜひこの方式で取り組んでほしい。

さらに最近，中部森林管理局名古屋分局でも同様の取り組みを実施していることを

知った。実に心強いことである。

当財団は，今後も緑の少年団の顕彰行事を続けてゆくつもりであるが，一方，財団

所有山林については全山保安林として指定され，その伐期も標準伐期の2倍に設定し

ているが，ゆくゆくは百年不伐の美林造成を目指して施業を進め，子どもたち力§山で

寝泊まりして自然に親しむことができる場となることを夢見ているしだいである。

〔完〕
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平成15年9月21～28日,カナダ･ケベック市に林の多角的利用が,続く第6回('66,マドリッド）｜’
おいて，カナダ政府･ケベック州政府の共催，FAO以降は社会や世界経済の発展と森林の関係という

後援により「第,2回世界林業会議」が開催され社会的位置づけが主要テーマとなってきた。地球’
た。同会議は’926年から始まり，近年は6年に一サミット前夜となった第10回('91，パリ)では｢森

度開催されている森林・林業分野では世界最大級林一未来への遺産｣というテーマの下,長期的かつ

の国際会議である｡会議の主題を｢森林,いのちの地域的な管蕊･利用計画や住民参加の重雲性等が｜
源」とした今回は，前回（'97，トルコ・アンダル話題となり，20世紀最後の大会となった前回

ヤ）同様，140カ国以上の国から，政府，国際機（‘97,アンタルヤ)は,21世紀に向けた持続可能な

関，大学・研究機関，産業界，NGOなど4,000名開発のための森林と題し,基準･指標の取り組みな

以上が参'…国からは赫野庁'森赫総合瞬究‘情報交換が溝蕊に行わ蓋と惠無駕震｜所，JICAなどから出席が

あった。 変化の必要性が呼びかけ

’
られた。現代からすれば

当然のような認識が，し

だいに社会に普及してい

先住民の踊りやアクロ

バットも登場する華やか

な開会式に始まり，会期

中は全体会合のほか,「人

類のための森林｣｢地球の

ための森林｣｢人類と森林

の調和」と題した3分野
かか

に係る38の分科会,会場

近郊の森林・林業地帯へ

の現地検討会，さまざま

った様子をこの「小史」

からあらためて知ること

ができる。
1

今回の会議は，前回ま
9 での会議に比べると市民｜’
■

■

１

■

ロ

ニ

ー

ｊ

社会の存在・重要性が目

立ち，会場外では小規模

な主体による展示会や多彩なサイド・イベントがながら環境NGOのデモ行進もあったのだが,全体

開かれた。持続可能な森林経営の推進のための適的には政治的交渉ごととは無縁の和やかな雰囲気

であった｡これは,各主体が持続可能性という共通
あかし

目標に向けてパートナーとなりつつある証だった

切な法令の策定と施行，関係者間のパートナーシ

ップ，研究･教育･能力開発の推進等を呼びかける

最終声明が採択され，8日間の会議が終了した。のだろうか。2003年の会議が｢世界林業会議小史」

ところで，過去の世界林業会議ではどのようなの一頁に書き加えられるとき，どのように振り返

テーマについて話し合われてきたのだろうか。会られ評価されるのであろう。いずれにせよ,林業界

議事務局の｢世界林業会議小史｣によると，第4回のオリンピックとも呼ばれるこの平和な祭典が今

会議までは林業の視点からの森林の重要性に重き後も存続していくことを期待する。

が置かれていたが，第5回（'60，シアトル）で森

'陣
■■■■■■■

|’
□よくわかる地球環境工学一持続可能な開発のために－著者：金成英夫発行所：東洋書店（公

03-3269-2961）発行:2()()3.8A5判204p本体mli格2,000円

ロ熱帯雨林を観る著者：百瀬邦泰発行所？識談社（窓03-5395-5817）発行;20038B6判

211p本体価格:1,500円

ロ熱帯林の造成と維持管理著者：岡部臓二発行所:H本林業調査会(a03-3269-3911)発行：

2003.8A5判281p本体illi格2.381PJ

□きのこ博物館著者：根田仁発行所：八坂喬腸(a03-3293-7975）発行:2003.9B6判235p

本体価格:2,000P]

口地球温暖化と森林ビジネス著者：小林紀之発行所:H本林業調査会（念上記同）発行:20039

A5変型判200p本体価格:2,000円（税込）

口木の文化を探る著者：小原二郎発行所：!｣本放送出版協会(a03-3780-3339)発行:2003.9B

6判253p本体価格:970IJJ
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子どもだちを森|こ④－学校林
●1年ぶりの「子どもたちを森に」は，学校林特集です。子どもたちのために
私たち関係者は何をすべきか，それを考えるヒントになれば幸いです。

学校林の歴史的役割と現在
おくやまよういちろう

奥山洋一郎
東京大学大学院農学生命科学研究科森林科学専攻博士課程

113-8657東京都文京区弥生1-1-1東京大学農学部林政学研究室
a03-5841-7510,FaxO3-5841-5437

E-mail:okuyama@h･.a.u-tokyo.ac.jp

二
‐

はじめに 学校林の歴史

例えば大学演習林は，文部省令『大学設置基準』

により，医学部における附属病院や教員養成課程

における附属学校と同じように｢｢林学に関する学

科」を設ける大学に設置が義務づけられた附属施

設」という明確な規定が存在します。しかし，学

校林についてはそのような法的な位置づけがあり

ません〃・土地所有者も，校地に連続しているも

のから，国有林や教育委員会以外の管理地（市町

村有林等）であったり，財産区・生産森林組合と

いった旧村落の土地や個人有地を借り受けている

ものなど，その形態はさまざまです。学校林とい

う名称自体も，例えば長野県では「学有林」とい

うのが一般的であり，地方によって独自の名称が

定着している場合があります。学校林の定義につ

いて，厳密な議論を限られた紙数で行うと，いた

ずらに混乱を呼ぶ心配がありますので，ここでは

割愛します。

そこで，本稿においては「学校が教育もしくは

学校経営に資する目的で利用する森林」を学校林

としたいと思います。また，「学校」については，

小学校，中学校，高等学校を主な対象として，森

林科学・林学にかかわる専門教育を行う大学や高

等学校農業科，林業科の演習林は含まないものと

します鋤。その理H1は，専門教育や研究で利用さ

れる演習林とその他の学校林とでは，利用内容や

頻度，また，面積規模に大きな違いがあるためで

す。

1872年，米国ネブラスカ州ではモルトン知事

が，植栽日(ArborDay)を設けて州民に植林を

奨励しました。これにより1,200万本の植林が行

われたとされますが,その実績から1883年に学校

植林日を設けて，学校生徒にもこの運動を広げま

した。1895（明治28）年に同州出身のノースロッ

プ博士が来日して，牧野伸顕文部次官に教育制度

について各種の提言を行いました。この中に，同

州から米国全土に広がりを見せていた植栽日と学

校植林も含まれていました。牧野次官はこれに強

く賛同して，同年5月20日，文部省で行われた尋

常師範学校長諮問会において訓示を行い，学校に

おける植栽日の設定および児童・生徒による植林

活動を提唱します。これがわが国における学校林

の始まりとされます。その後，1897（明治30)年
あて

5月に文部省普通専門の両学務局から地方庁宛

に，学校造林の奨励と関連する官有地の取り扱い
つうちよう

についての通牒が出されたのをはじめ,文部省か

ら幾度かにわたって同様の通牒が出されます。ま

た，林政当局側でも学校植林への官有地の提供と

いう点で協力を続けていましたが，1934(昭和9）

年には，村上竜太郎山林局長が「愛林日」を設け

るように奨励するなど緑化運動を推進する中で，

学校植林も大きな進展を見せます｡1938(昭和13）

年には初等中等諸学校の学林総面積は50,365町

歩，保有校数は5,619校に達しましたaﾉ。

第二次世界大戦が終わると，戦争で荒れ果てた
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▼表①学校林面積推移

国土復興が大きな課題となりまし

た。戦時中は停滞していた学校植

林もその一環として推進されるこ

とになります。1949（昭和24）年

に文部省・農林省の両次官通達が

出されて，学校植林の推進が指示

年度合計小学校中学校高等学校

学校数|面積ha学校数i面積ha学校数|面積ha学校数I面積ha

l9745,256128,6653,030112,3751,66418,60858217,681
1980569229,1793,215I12,5971$776i8,761701i7,820
19854,850128,4602,757112,6771,390!6,889603i8,864
19914,514123,8892,69919,3021,24416,230571i8,357
19963,838125,4602,284110,599985I4,781569I10,081

20013,312121,0301,98017,336820i4,23651219,457

合計
一

学校数面積ha

5,256128,665

5,692129,179

4,850128,460

4,514123,889
3,838125,460

3,030112,375

3,215112,597

2,757112,677
2,69919,302

2,284110,599

1,66418,608

1,776I8,761

1,39016,889

1,24416,230
985I4,781

されます。また，両省の協議によ出典:国土緑化推進機織『学校林現況調査報告書平成13年調査』

り「第一次学校植林五カ年計画」 ▼表②校舎と学校林の距離

が実行されて，1949（昭和24）年

以降毎年1万ha,5年で5万ha

の植林という計画はほぼ達成され

ます。また，緑化運動の推進主体

小学校

中学校
高等学校

合計

距離(1)距離②距離⑧距離(4)不明無回答

129校194校392校1,890校114校

37469083431

30233060430

1962635123，328175

129校

37

30

194校

46

23

392校

90

30

1,890校

834

604

として，1950（昭和25）年に国土備考

緑化推進委員会（現在の国土緑化 出典

推進機構）が誕生しますが，同委

員会は全日本学校植林コンクール

を実施して，学校植林の奨励にも努めます。同コ

ンクールは全日本学校関係緑化コンクール・学校

林活動の部として現在も継続しており，多くの関

係者を表彰して，学校林活動の進展に大きく貢献

しています。しかし，学校林の量的な拡大はこの

戦後初期～1950年代の時期がピークで,新規植林

面積は激減していきます。また，植林地が学校林

として継続的に利用されない事例も多く,1974(昭

和49)年の国土緑化推進委員会の調査では，学校

林面積は3万ha弱であり，植林の累計面積約8

万haという実績の約4割にとどまっていること

が明らかになっています。同時期に日本林業を巡

る状況も厳しさを増しますが，学校林も大きな変

化の中で揺さぶられることになります。

学校林の現況一役割の変化

学校林の設置校数，面積については，国土緑化

推進機構が継続した調査を行っており，学校林の

状況に関する唯一の資料となっています。調査は

1974（昭和49）年からほぼ5年に1度実施されて

おり,2001(平成13)年に最新の調査が行われま

した。2001年調査では，学校林設置校は3,312

校，総面積は21,030haという現況が明らかにな

りましたが，この数値は1996（平成8）年調査よ

りも校数は大幅に減少して，面積の低落傾向にも

歯止めがかかりませんでした（表①)。

距離区分の意味は次のとおり。(1)学校敷地内，(2)隣接地,(3)1km/
徒歩20分以内，(4)それ以上の遠隔地

国土緑化推進機撒『学校林現況調査報告神平成13年調査典

減少傾向についてはさまざまな要因が考えられ

るのですが，大きなものとしては学校の統廃合が

挙げられます。学校林を設置する学校は山間部に

多く，過疎化の進行により，これらの地域の学校

は次々と地方の中心地の学校に統合されています。

特に小学校は，多くがかっての最小村落単位で設

置されており，単なる教育機関以上に住民統合の

中心としてのさまざまな機能が指摘されてきまし

たが.〃，廃校によりそれらが失われる事態が進行

しています。学校林の減少もこの流れと無関係で

はありません。新たに統合された先の学校には，
ちゅうたい

旧学区住民と学校の紐帯の象徴であった学校林

は引き継がれずに，市町村有林に統合されたり，

旧所有者に返却，または借地分収契約の不延長と

いう形を取りながら「廃止」されているのです。

一方で，学校林に期待される役割が変化したと

いう点も指摘しなくてはいけません。注目すべき

数字があります。校舎と学校林の距離について，

2001(平成13)年調査では以下のような結果とな

りました（表②)。

8割以上の学校林が校舎からlkm/徒歩20分

以上の場所に存在しています。この距離は，往復

の移動時間から，恒常的に授業で使用するのは困

難な距離という基準であり，多くの学校がこの分

類に属しています。これは，先述のように学校が

統合されたことで距離が離れてしまったという事
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例も含まれるのですが，実は多くの学校林が設置

時には校舎との距離を考慮していなかったという

点を指摘できます｡つまり，『初等中等諸學校の學

林』の言葉を借りるなら，「中等諸學校及小學校に

於ては基本財産の造成を主目的とし｣のたため，

集落中心部に位置する学校校舎周辺よりも，多少

遠隔でもまとまった面積の確保できる林分を学校

林とした，という事例が多く存在するのです。学

校林の材を校舎建て替えや教材・教具製作の資材

として使用したり，伐採による売却益を利用する

という目的が中心であれば，距離は大きな問題に

はなりません。また，学校林への植林活動は1日

を丸々と費やしながら，何日もの時間をかけて実

施するものでした。この点でも，多少の距離の移

動は活動の支障にはならず，むしろ植林の適地で

あるかどうかが重要な点となりました。

しかし，学校林に期待される役割は大きく変化

しました。材価の低迷や学校統合による地域社会

との関係の「精算」により，基本財産としての運

用は困難になりました。また，教育課程が見直さ

れる中で，植林のような行事にまとまった時間を

割く余裕が学校から失われたということもありま

す。基本財産や植林・林業教育という目的が失わ

れる中で，学校林に期待される役割として，理科

や社会などの教科や環境教育での利用が大きく浮

上してきます。新しい役割とそれに対応が困難な

学校林の存在，単純な面積数字の減少よりも，こ

の格差こそが大きな問題なのです。せっかく学校

林を保有しながら，学校では利用する方法もなく，

記録だけの存在となってしまっている「I脹簿学校

林｣,これらの利用をどのように支援できるかも考

える必要があるのです。

学校林活動への森林･林業関係者の協力

今後，学校林が目指すべき方向はどうあるべき

でしょうか。先ほど挙げたような問題点は一朝一

夕に解決できる問題ではありません。しかし，現

状でも多くの問題を乗り越えて，学校林を利用し

てさまざまに活発な活動をしている事例は全匡Iに

存在しています。

例えば，長野県の長野市立松ヶ丘小学校は，地

域の森林ボランティア団体（信州フォレストワー
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▼写真①松ヶ丘小学校活動風景

ク）と協力して，学校の裏山を利用した活動を行

っています(写真①)。主な活動としては，利用さ

れていなかった裏山に遊歩道や階段を整備したり，

林内の間伐木を運び出してキノコ栽培を行ったり，

樹木の大きさ調べといった自然観察を行っていま

す。この活動のユニークな点は，正規の学校行事

という形式にはせずに,希望する児童を集めて｢裏

山プロジェクト」という組織をつくり，月に一度，

土I曜日に活動を行っていることです。これにより，

時間確保や行事への位置づけという難しさを回避

しながら，森林の専門家であるボランティア団体

と協力して，濃密な活動を行っています。もちろ

ん，休日にかかわらず校長先生・教頭先生をはじ

め何人もの先生が毎回参加しているなど，学校側

の取り組む姿勢の強さが大きな要素となっていま

すが，週休二日制の導入で児童の休日活動の重要

性が指嫡される中で，注月すべき活動です。特に，

教育改革論議で時折り登場する「ボランティアの

強制」とは一線を画する，真の意味での児童も取

り組めるボランティア活動は，ぜひとも広がって

ほしい活動です。

一方で，伝統的な植林を基盤とした活動として

は，島根県の八雲村立八雲中学校の活動が挙げら

れます(写真②)。同校では，校舎建築時に村有林

の木を使用したことを契機に植林活動を開始しま

した。植林活動は,植林適地の減少,時間の確保・

綿密な活動準備が必要なため，多くの学校で実施

されなくなっているのですが，同校では伝統ある

活勤を守ろうという学校の方針により，50年以_I二



▼写真②八雲中学校植林地

も植林活動を継続しています。その実績は面積40

ha以上,本数は15万本に及んでいます｡活動は例

年，7月に下刈り作業，11月に植林作業を行って

います。特に森林組合の協力は大きく，植林場所

の選定から事前の作業道の開設，当日の指導・監

督にわたっています。村当局も苗木の提供から村

有林の場所提供という形で支援を行っており，伝

統ある植林活動を守り続けています。八雲村は松

江市のベッドタウンという位置にあり，地域と学

校の関係にも変化が起きつつあります。その中で，

伝統行事である植林活動を継続させている点で注

目すべき活動です。

これらの活動が成功している要因はいくつかあ

りますが，大事な点は，学校外からの協力体制が

しっかりしているということです。もちろん，学

校関係者だけでりっぱな活動を行っている例も存

在していますが，森林にかかわる専門家が活動に

協力することで，内容の充実，安全確保などの面

でもよい効果力測待できます。森林や林業にかか

わる側としても，児童・生徒に森林について正し

い知識を身につけてもらったり，また，森に親し

むきっかけを提供することは，社会全体からの森

林への理解を高める将来投資になるのです。課題

は，それらの期待が大きくなりすぎて押しつけに

なるのを避けながら，学校現場に対して力を貸す

仕組みを構築する，という点になります。

おわりに

林野庁は，昨年度から「学校林整備・活用推進

事業」の中で，学校への相談窓口の設置をはじめ

とした支援事業を開始しています。既存学校林へ

の支援という「守り」だけではなく，新規の学校

林設置という「攻め」の部分も動き出しており，

国有林では「遊々の森」制度により，学校が体験

活動や学習活動を行うためのフィールドの提供も

始めています。そのほかにも，地方公共団体で学

校林にかかわる独自の施策を行っている事例は各

地にあります。行政側の動きだけではなく，先ほ

どの長野市での信州フォレストワークのような

NPO団体との協力や,八雲村のように森林組合の

指導．支援の動きが広がることも必要です。草の

根の動きと政策による支援がうまく結びつきなが

ら，学校教育の中で児童・生徒が森林に親しむ環

境をつくり上げていくことが重要であり，学校現

場と森林．林業現場の接点である学校林は，その

ためのフィールドとして大きな可能性を持ってい

るのです。その可能性を現実のものとするために，

より多くの関係者の協力を得ながら，今後も学校

林にかかわる議論をさらに深めていきたいと考え

ています。

〈注〉

1）実際には，各市町村で独自に学校林設置に関する条例

を設けている場合もあります。例えば，山形県白鷹町は

「白鷹町学校林条例｣を定めて，学校林の目的や管理運営

について定めています。

2）表①，＠で使用した国土緑化推進機構「学校林現況調

査」においては，高等学校農業科，林業科の演習林も含

まれていますが，その校数が少なく本稿での議論に大き

な影響を与えないため，原データをそのまま使用します。

3）農林省山林局1938r初等中等諸學校の學林｣,農林省山

林局,pl

4）例えば，境野健兒･清水修二1994r地域社会と学校統

廃合』，福島大学叢書学術研究シリーズ6

5）前記文献3),p.1

〈参考文献〉

r学校林の手引き」（1975)，国土緑化推進機構

r国土緑化運動五十年史』（2000)，国土緑化推進機構

r学校林現況調査報告書平成13年調査』（2002)，国土緑

化推進機構
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学校林活用に向けた
行政施策について
－学校林整備・

活用推進事業
〒

ふるしようきよかず

古庄清和
林野庁森林保全課緑化推進班緑化企画係長

100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1農林水産省
盃03-3502-8111（内線6322),FaxO3-3502-2104
E-mail:kiyokazu｣]urushou@nm.maff.go.jp

はじめに

林野庁では平成14年度から自然体験等の環境

教育の場として絶好の場である学校林について，

その新規設置，活用の促進，整備・保全を内容と

した「学校林整備・活用推進事業」を創設し，青

少年の森林体験活動の場と機会を確保するための

施策を展開しているところです。

本稿では，これまでの学校林の国の施策につい

て簡単に触れた後，当該事業の概要を紹介するこ

ととします。

学校林活動のこれまでの施策

一通達の発出一

わが国の学校植林は,明治28年に来日したアメ

リカの教育家ノースロップ博士が，アメリカの植

樹運動について，当時の牧野伸顕文部次官に伝え

たことから始まったとされています。

同年5月20日に尋常師範学校長諮問会の席上，

文部次官が，学校において祝祭日を記念して，児

童．生徒に木を植えさせることを訓示し，学校林

運動が始められました。戦後，国土復興活動の一

環として,昭和24年に文部省および農林省の事務

次官から各都道府県知事，学校局長にあてた通達

で「現下極度に荒廃しているわが国の林地に，国

民的規模において急速に植林を実施することは山

林資源愛護上きわめて重要である。この運動の一

環としての学校植林は，山林資源愛護思想の普及，

公共福祉に対する寄与等林政上ならびに教育上き

わめて重要な意義を有するのみでなく，学校経営

上経済的に寄与することが出来るものである」と

して，推進しました。
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昭和30年代に入り高度成長が軌道に乗るころ

には，森林面積の拡大への社会の必要性が変化し

たことを反映して，学校林活動の目的が国土復

興．学校財産形成から，学校が，教育の一環とし

て，学校およびその周辺の緑化活動を行う学校環

境緑化へと移り変わり，文部省および農林省の事

務次官から各都道府県知事，教育委員会へ，学校

植林および学校環境緑化に関する実施要項が通達

され，理科を中心とした教科教育の中での利用が

行われるようになりました。

さらに，昭和40年代以降は,教材としての利用

方法の研究が求められるようになり，また，緑の

少年団活動などの幅広い緑化活動の一環として学

校林活動が実施され，その後，平成時代を迎え，

学校林の活用は「ゆとりの教育」の実現，地域の

人々とのふれあいの場の創造といった，地域社会

への寄与等多様な目的に着目され始め，林野庁で

は平成7年に，「学校林活動促進事業」を創設し’

㈹国土緑化推進機構を通じ，①学校林の実態の調

査，学校林での緑化活動を促進するための整備・

活用を図るモデル計画の策定，②学校林を中心と

した青少年の環境緑化啓発活動の審査，表彰を実

施しました。

学校林整備・活用推進事業の創設

1．事業創設の背景

平成,3年の森林･林業基本法の制定により，林

政の基本的考え方が，木材生産を主体としたもの

から森林の多面的機能の持続的発揮を主体とした

ものに転換されました。これにより，森林の整備・

保全は社会全体で支えていくとの国民意識を一層

醸成させるために，特に次世代を担う青少年の森



…鍵

蕊

《
＃繍

課題

○学校林を近隣地に新たに設定
○学校林の活用の普及
○都市の学校と学校林を有する
山村の学校との交流
○学校林を整備

林野庁
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中央団体

○学校林を活用した交流促進○学校林設定推進
●交流活動への支援●相談窓口設置

●事例集作成等

○学校林の環境整備の推進○学校林の活用推進
●歩這ベンチ.トイレ等の④活用マニュアル,ビデオ等
整備の作成等

○学校林の保全管理活動の

推進
①森林ボランティアによる

整備活動

○学校林設定推進

●相談窓口設置

●事例集作成等

○学校林を活用した交流促進
●交流活動への支援

○学校林の活用推進

④活用マニュアル,ビデオ等
の作成等

○学校林の環境整備の推進
●歩這ベンチ.トイレ等の
整備

○学校林の保全管理活動の

推進
①森林ボランティアによる

整備活動

一 旦

|次代を担う青少年の森林整備活動への参加の促進’

一ユ

｜人材の育成，確保’

▲図①学校林整備・活用推進事業のフロー

林整備活動への参加を促進させることが課題とな

りました。また，近年においては，青少年に自然

体験や奉仕体験の機会を与えることの重要性が広

く認識され，平成14年からの｢総合的な学習の時

間」や「完全学校五日制」の実施により，青少年

の奉仕体験，自然体験活動の充実が求められ，こ

のための機会の一層の拡大と体制整備が急務とな

りました。

このような中，青少年の森林体験活動を行うう

えで絶好の場である学校林については，①その設

置割合が全学校数の約1割にとどまっていること

に加え，既存の学校林についても，②所在地ｶﾖ学

校から離れているために活用する時間が取れない，

③教師に森林・林業・木材の知見が乏しく指導が

困難，④整備が遅れ学校林としての活用が困難

⑤すでに成林して造林・育林等の活動がしにくい，

といった状況にありました。

このため，学校林の確保に当たり必要な支援や，

学校林における青少年の活動を活発化させるため

のマニュアル作成や交流活動を行うとともに，学

校林を体験活動の場として適した状態にするため

の森林保全管理活動の推進等により，青少年の森

林体験活動の場と機会を確保，内容の充実を図る

こととして，平成14年度に「学校林整備･活用推

進事業」を創設しました。また，平成15年度に

は，学校林活動を一層促進するため，学校林での

体験活動等に必要な歩道，ベンチ，トイレ等の環

境整備を事業内容に新たに加え，拡充を行ったと

ころです。

2．事業の内容

本事業の実施主体は，都道府県，市町村，㈹国

土緑化推進機構となっており，都道府県，市町村

へは，以下の経費の一部に対して助成を行ってい

ます（図①，②参照)。

①学校林における交流活動の実施：学校林を活

用した交流活動を促進するための地域関係者によ

る方策の検討，体験林業等の野外活動を通じた交

流活動を実施する。

②学校林の環境整備費：学校林活動を促進する

ための歩道，ベンチ，簡易トイレ，簡易倉庫，看

板等の環境整備を行うための調査，計画策定およ

び環境整備を行います。

また，㈹国土緑化推進機構においては，以下の

経費に対して助成を行っています。
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▲図②学校林の環境整備のイメージ

①学校林設置の推進費：学校林の新規設置等の

ためのノウハウ・事例集の作成や相談窓口の設置

等を行います。

②学校林の活用の推進費：体験活動等学校林の

活用を図るためのマニュアルの作成，配布等を行

います。

③学校林の森林保全管理活動の推進費：学校林

を体験活動に適した状態とするための森林ボラン

ティアによる不用木の除去，植付け，下刈り，除

間伐等による森林保全管理活動を行います。

3．事業の具体的取り組み

平成14年度および平成15年度（予定）におけ

る都道府県での具体的な取り組みは以下のとおり

です。なお，棚国土緑化推進機構での取り組みに

ついては，本特集の｢新たな学校林活動に向けて」

に紹介されていますので省略します。

①平成14年度実施の学校林交流活動：栃木県

では,平成14年度において,馬頭町立馬頭東中学

校の学校林にて，「グリーンミーティング｣を実施

しました。これは，県内の緑の少年団（7団：79

名）の交流を目的に，同校の学校林内を誘導表示

に従い，各チェックポイントで課題やゲームをク
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リアしながら進むウォークラリーです。

この「グリーンミーティング｣は，1グループ当

たり5～6人のグループを編成し，早さを競うの

ではなく，決められた時間（60分）にゴールでき

たかどうかの得点と各チェックポイントでの得点

の合計を競います。

具体的には，①樹木名当て，②栃木県に関する

問題や緑に関するクイズ，③身近な植物のスケッ

チ，④学校林内の高台での歌，⑤切り株乗りゲー

ム，⑥丸太切り競争，⑦緑の標語の作成，⑧輪投

げゲーム，でグループの順位を決め，上位グルー

プの表彰・賞品の授与を行いました。

②平成15年度実施予定の学校林の環境整備：

これについては表①を参照してください。

おわりに

昨年12月に策定された｢地球温暖化森林吸収源

10カ年対策｣の大きな柱の一つに，「国民参加の森

林づくり等の推進」が掲げられ，具体的には，森

林吸収源対策の国民への理解の浸透，森林ボラン

ティア活動，森林環境教育，森林の多様な利用等

を推進することとしています。また，本年7月に



県名

山形県

山梨県

三重県

大分県

▼表①学校林環境整備事例

実施主体

(実施学校林）

金山町

(金山町立

明安小学校）

甲府市

(甲府市立

北中学校）

名張市

(名張市立

すずらん台小学校）

県内4市町村

事業内容

学校林活動を促進するため，広場

(2箇所,延べ180m2)の整地および

チップ東屋の設置（2棟)，歩道（3
箇所，延べ250m)の整備を行う。

学校林を目的別に「林業体験の

森｣9｢鑑賞の森｣，「育成の森』に区

分するためDr林業体験の森｣および

「育成の森」では，林内歩道の麗備，

｢鑑賞の森｣では，丸太を利用しだベ

ンチおよび案内板・樹名板の設置を

行う。

学校林を活用する学習を積極的に

取り入れるだめ，ウシ催テーブル

(5箇所)の設置，階段工(出入り□

2箇所，計90段）の整備を行う。

学校林を森林体験の場として適し

た状態にするため，表示板，ベン

チ，簡易トイレ，広場，遊歩道，ビ

オトープ等の設置を行う。

事業費

(国寶）

3.773千円

(1,886千円）

1,500千円

(750千円）

1,222千円

(611千円）

1,200千円

(600千円）

’

I

制定された「環境保全のための意欲の増進及び環

境教育の推進に関する法律」においても，環境教

育における「森林」の役割が明確に位置づけられ

ました。

今後，森林環境教育を推進する中で，学校林の

役割はますます重要であると考えており，本事業

の実施主体はもとより，教育関係部局をはじめと

する地域関係者等との連携を密にしながら，学校

林活用の円滑な実施と取り組み内容の充実に努め

る次第です。

〆

比

、

0 謹襄2鵬磁 "AwI 秋山智英氏が

中国の「友誼賞」を

受賞／
灘

韓

司

〆

〃【,且
___唖‘'UIlII■

去る9月30日，中国の人民大会堂において,秋山

智英氏（77歳元林野庁長官）が「友誼員」を受賞

した。同賞は，中華人民共和国の経済建設と社会発

展のために貢献した外国人専門家を表彰するもので，

国務院国家外国専門家局が選出し，国慶節に授与す

睾豐雲皇室
q中国の元副総理である宗平氏よ

り「友誼賞」の表彰を受ける秋山氏

るもの。

秋山氏は日中森林･林業協力事業を通じ30年の長

きにわたり，日中友好親善に大きな貢献をしている。

同事業を通じた中国の社会経済発展への貢献および

日中友好親善に果たした功績により受賞となった。

ノ
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q今尽のテーマ：子どもたちを森に④一学校林，

新たな学校林活動に向けて
－学校林と国士緑化運動

しげたかずひこ

茂田和彦

洵ざ
棚国土緑化推進機構常務理事

〒102-0093東京都千代田区平河町2-7-5砂防会館2F
a03-3262-8451,FaxO3-3264-3974

E.mail:shigeta@gl･een.01･.jp

され,昭和40年代初めまでに，学校植林活動への

参加者の延べ人数は1,100万人，植林面積は8万

haに達しています。

学校植林が開始された当時は，荒廃した国土の

緑化がその主たる目的でしたが,昭和30年代に入

ってからは，児童．生徒の自然の中での学習活動，

教育的活用にその重点が置かれることとなりまし

た。その後，わが国における植林活動が進み対象

地の入手が困難になったことなどもあり，植林面

積は40年代に向けて漸減するとともに森林の管

理に重点が置かれることとなり，最近では，環境

教育．自然体験の場として学校林の役割が見直さ

れています。

はじめに

平成14年度からの｢総合的な学習の時間」の始

まりを契機として，自然体験・環境教育の場とし

ての「森林」の役割力測待されている中，明治以

来の歴史を有する「学校林」の存在があらためて

注目されています。

国土緑化推進機構では,創設以来,「今後の日本

の支柱となる若い人々の『心』に木を植えること

は大切である」との考えの下に，学校林活動等を

通じ「次世代の育成」を重点的に取り上げてきま

した。

本稿では，学校林と国土緑化運動のかかわりに

ついて簡単に触れた後，現在取り組んでいる学校

林関連事業の概要を紹介することとします。

学校林と国士緑化運動一その歴史

学校林活動は,明治28年の米国人教育家ノース

ロップ博士の来日を機に開始され，当初は学校の

基本財産の造成が目的とされましたが，時代とと

もにその目的を変えながら今日に至っています。

昭和25年，国土緑化推進委員会（｢国土緑化推

進機構」の前身）が設立され，全国的・組織的に

国土緑化運動が開始されましたが，全国植樹祭の

開催緑の羽根募金に続く三つ目の柱として，新

たな観点から学校林活動が推進されることとなり

ました。

当時，戦時の乱伐による裸山は約150万haと

言われており，国を挙げて国土緑化運動に取り組

む中で，昭和24年，文部･農林両省から学校植林

推進のための通達が発せられ，児童．生徒による

植林活動が積極的に推進されました。その後，第

2次（昭和29年)，第3次（同35年）の通達が出

学校林活動の課題

最近の定期調査(平成13年)から，学校林の現

状とその課題を要約すると以下のとおりです。

①学校林保有校は3,312校，面積は21,030ha

となっており，5年前に比較すると，それぞれ86

％，83％と減少している。学校林を保有する学校

の比率は，全国の小・中・高等学校のうち約8％

となっている。

②地域別には，北海道，東北，九州地区に多く，

首都圏や近畿地方に少ない（図①)。

③学校林の利用を左右する大きな条件である学

校からの距離については,1km(徒歩20分）以

上のものが8割を占めている。

④利用の内容については，「財産形成」のほか，

｢総合的な学習の時間｣，「教科教育｣,r緑の少年団

や全校行事」での利用など多様化している。

⑤活用のための教材や手引き書（マニュアル）

が不足しているなど，指導体制が不十分である。

⑥その他の問題点として，森林環境教育の教材
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として活用しやすい広葉樹林が少ない，

トイレなどの施設整備が不十分である，

屋外活動に必要な時間を取れない等が挙

げられている。

学校林活性化のための取り組み

以上のような背景の下で，国土緑化推

進機描では，以下の学校林活性化のため

の事業を実施しています。

1．学校林研究会の設置

平成10年12月，国土緑化推進機構内

に学識経験者からなる「学校林研究会」

(委員長＝永田信(東大教授)）を設置し

ました。本研究会では，新たな学校林活

動に向けてさまざまな調査研究や政策提

言を行うとともにこれまでの調査結果を，

『学校林活用の手引き』,『新しい学校林を

目指して』等のマニュアルとして取りま

とめ，全国の学校関係者の参考に供して

います。学校林活動を一層推進するため，

本研究会を通じ今後とも引き続き，基礎的・理論

的な調査研究を行っていきたいと考えています。

2．学校林定期調査

学校林活動推進のためには，その現状・問題点

を正しく把握することが必要です。このため，昭

和49年以降,5年おきに学校林を有しているすべ

ての学校について定期的に現況調査を行うととも

に，アンケート調査等を通じ，その時々の問題点

等の把握に努めています。この調査結果は，わが

国における学校林活用や調査研究等にあたっての

基本資料として'幅広く活用されています。

3．全日本学校関係緑化コンクールの開催

全日本学校植林コンクールは昭和25年に開始

され，名称や若干の制度改変を伴いつつ，現在ま

で半世紀を超える年月にわたって連綿と続けられ

ています。本コンクールがスタートした当初は，

荒廃地の緑化推進に国を挙げて取り組んでいる時

期であり，表彰の対象も植林面積や活着率等にポ

イントが置かれていましたが，荒廃地の緑化にい

ちおうの目途がついた昭和30年代に入ると，児

童．生徒の教育の場としての学校林活用が重視さ

れるようになりました。

▲図①都道府県別学校林保有校の割合
(出典:r学校林現況調査報告書平成13年調査｣）

また，昭和32年以降は,学校の校庭や校内周辺

の緑化推進が注目される中で，「学校環境の緑化」

についてもコンクールの対象とされ,現在では｢学

校林活動」との二つの分野についてのコンクール

となっています。

（最近の状況）

最近では，学校林の造成や保育・手入れ等の活

動に加え，子どもたちが森林に親しむことを目的

に実施される活動を含めて学校林活動ととらえて

おり，いかにして自然環境教育の場として学校林

が活用されているかが審査のポイントの一つとな

っています。本コンクールの優秀校には，毎年，

全国植樹祭において，農林水産大臣表彰，文部科

学大臣表彰が授与されています。

ただし，コンクールの現状を見ると，母数とな

る学校林保有校そのものが減少していることもあ

り，応募校も横ばい，減少傾向にあります。本コ

ンクールは，毎年9月末までに各都道府県知事か

らモデル校の推薦を受け，翌年2月に中央の審査

委員会を開催，優秀校を決定しています。森林環

境教育の推進が森林・林業行政の重要課題の一つ

となる中，本誌読者の皆様におかれましても，日
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立木・土地を所有
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所有権の

ある

｢学校林」
立木のみを所有（分収契約など）

学校林の

いろいろな

タイプ

〆 、

身近な国有林・民有林の利用を
認めてもらう

′簡単な
手続だけでの
‘「学校林」

ノL

〆 、

身近にある例えば「県民の森」
「市町村の森」等を使わせてもらう

〃

▲図②学校林は工夫しだいで簡単につくることができます（出典：『学校林活動マニュアル』）

ごろの業務を通じて学校林活動モデル校の発掘に

努めていただき，本コンクールの活性化にご協力

いただきますよう，お願い申し､上げます。

4．学校林活用促進モデル事業

（巡回出前講座）

平成15年度の「緑と水の森林基金」事業とし

て，新たに学校林活用促進モデル事業を実施中で

す。このモデル事業は，地域に在住する森林・林

業技術者（林業関係OBやインストラクター等の

｢地域森林ボランティア｣）が自ら学校に出かけ，

教科の一部において森林・林業にかかる授業（座

学）を実施した後，近くの森林で保育作業や植物

観察・野鳥観察などの体験学習を行うもので，い

わば学校林活用の「巡回出前講座」とも言うべき

ものです。この場合，活用する森林は，いわゆる

｢学校林」のほかに国有林が平成14年度に制度化

した「遊々の森」や学校周辺の民有林も含まれま

す。

平成15年度は，全国でモデル的に17校を選定

し現在事業を実施中ですが，本モデル事業を一つ

のきっかけとして，「地域森林ボランティア｣と児

童・生徒，先生が一体となった森林学習の取り組

みが全国で展開されるよう期待しています。

5．インターネットを通じた情報提供

「総合的な学習の時間｣の支援を目的として，平

成14年4月，当機描のホームページ上に｢こども

森ひろば」を開設しています。このrひろば」は，

子どもたちが課題を見つけ，自分で調べ，発展さ

せ，楽しみながら理解する「学び」とフィールド

での活動や教育現場で指導に役立つ情報提供をす

る「体験」を軸に構成しています。

「学び｣にあたるコンテンツ｢森の博士になろう」

は，森林の多面性を地理，科学，歴史，文化と四

つのテーマに分類し，その全体像をつかめるよう

にしています。「体験」にあたるコンテンツ「フィ

ールドGO｣では,学校林を含む全国各地のフィー

ルド満動の優良事例を紹介しています。

また，電子メールを通じて森林に関する質問や

相談も受け付けていますが，小・中学生からユニ

ークな質問や素朴な疑問が寄せられています。

学校林整備・活用推進事業

一国庫補助事業一

学校林活動への関心が高まる中，林野庁は，平

成14年度から学校林活動推進のため,関連予算の

大幅な拡充を行いました。当機構では，林野庁と

の連携を取りつつ，以下を中心に国庫補助事業に

取り組んでいます。

1．学校林相談窓口の開設

新たな学校林の設置にあたっての情報提供等を

行うため,平成14年8月，国土緑化推進機構およ

び全国の都道府県緑化推進委員会内に「学校林相

談窓口』を開設しました。

また，学校林活動の現状，新たに設置するにあ

たっての課題，「遊々の森｣の活用などを盛り込ん

だパンフレットを作成し，関係方面に配付してい
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ます。

特に，この相談窓口では，簡易な手続で学校の

身近にある森林を自然環境教育の場として活用す

る「新たな学校林｣の設置を呼びかけています(図

②)。

2．森林ボランティア活動による学校林整備・保

全事業

国民参加の森林づくり運動の担い手として，森

林ボランティアの活動が最近活発化しています。

本事業は，地域の森林ボランティア団体やPTA,

同窓会等が実施主体となって学校林を整備するも

のです。植付け，下刈り，除間伐，歩道整備等の

森林内作業を対象に総経費の1/2以内で，100万

円を限度に助成することとしており,平成14年度

には，公募で選定された23道府県，51校(小学校

42,中学校5，高校4）において事業が行われま

した（総事業経費3,300万円,1校当たり事業費

約65万円)。平成15年度についても，25都道府

県，狸校で事業を実施中です。

3．活用推進マニュアル等の作成

上述したとおり，学校林活動を推進するために

は，その活用の手引き（マニュアル）が必要です。

このため，当機構では前述の学校林研究会の調査

研究成果，学校林コンクール入賞校の取り組み事

例，学校林活用現地検討会（平成14年11月，福

島県）での検討結果などを踏まえて学校林活用マ

ニュアルを作成し，全国の学校関係者に活用いた

だいています。

今後の学校林活動について

活動の「場」としての面的な森林（土地）の確

保については，従来は，学校または市町村が国・

公有林・森林所有者との間で，分収林契約を締結

するのが基本的な形でした。このようないわゆる

｢従来型の学校林」は制度的には安定しています

が，新設にあたっては適地の選定や契約相手方と

の折衝等事務手続が煩雑です。このため，所有権

等の伴う契約によらず，簡易な方法で森林所有者

の了解を得て一定期間教育の場として使用を認め

てもらう制度（｢新たな学校林｣）がいくつかの地

域で見られます。千葉県の「教育の森」や長野県

飯田市の「学友林」制度等の先進的な取り組みを

参考に，「新たな学校林｣活動を全国的に展開して

いく必要があり，そのための制度化（例えば，森

林を提供する者への何らかの優遇措置等）の検討

が求められています。

学校林の歴史をさかのぼってみますと，土地取

得，植付け・保育等地域が一体となって森林の造

成が行われ，そこからの収益も地域の最重要な公
あ

共施設である学校の増改築等の経費に充てられる

など，学校林はもともと「地域の財産」という性

格を色濃く持っています。わが国の森林・林業が
ひん

危機に瀕する中で，地域社会を挙げて森林を守り

育て次世代に引き継ぐことの重要性が指摘されて

いる現在，今後の学校林活動推進のためには，

PTA,自治会，森林組合，森林ボランティアな

ど，学校を取り巻く地域社会一体となった取り組

みが必要です。とりわけ，高齢化社会への移行に

伴い，地域に在住する森林・林業の経験を豊富に

有するOBが増加する中で，これらの方々と学校

との交流を深めていただき，先生方が森林内での

学習に関心を持っていただくことを期待するもの

です。

また，今後の学校林活動の推進にあたっての課

題の一つとして，学校林保有校が全体の1割にも

満たないという現状があります。このため，学校

林を持たない学校の生徒が学校林を有する学校に

出かけ，さまざまな自然体験学習に参加したり，

複数の学校が共有する学校林を開設するなど，学

校林の利活用を介した学校間交流が必要と考えま

す。

おわりに

本年7月には，いわゆる「喋境教育基本法」が

制定され，国，都道府県を挙げて環境教育の推進

に取り組む枠組みづくりができました。本法は，

学校および各職域において，自ら環境を守る運動

を展開し持続可能な社会づくりを目指すものであ

り，環境教育における「森林」の役割が明確に位

置づけられています。

今後の学校林活動推進について，読者の皆様方

からのご意見をお願い申し上げるとともに，地域

社会を挙げた「学校林活動」の推進を期待するも

のです。

林業技術No.7402003.11-⑲



q今月のテーマ:子どもたちを森に④一二学校林】

児童生徒が生き生きと瞳を

輝かせる学校林活動
一本校の「総合的な学習の時間」の実践

《北海道標茶町立中茶安別小中学校》
．‐'
一

〒088-2322北海道川上郡標茶町字チヤンベツ原野基線35-2

a01548-8-6133,FaxO1548-8-7020
まつむらけんいち

中茶安別(なかちやんくつ)小中学校教頭松村賢一

－』I

､心‘

はじめに

「総合的な学習の時間｣が創設されて2年目を迎

え，本校の実践も移行期からの試行をさらに改善

しながら，その基底づくりに取り組んでいます。

今年度は，「総合的な学習の時間｣のさらなる充実

を目指し，その内容として，学校林活動の実践を

校内研修の中核に据え研究を推進しています。

本校の学校林は，昭和4年の開校以来，保護者の

協力による校舎周辺の植樹を発展させた形で，昭

和13年に学校から西方に2kmほど離れた国有

未開地の払い下げを受け，設置されました。設置

後,昭和21年から本格的な植林が開始され,カラ

マツを中心に，毎年3,000本ほどを生徒と保護者

の手により植樹してきました。この間,昭和35年

から数年間は，北海道や全国の植林コンクールで

優勝するなどの実績もあります。

近年，児童生徒数の急速な減少により，植林作

業も困難な状況となり，平成12年からは，それま

でのような規模の植林をII.!止し，児童生徒の学習

に活用できる学校林としての性格を持つに至りま

した。特に，「総合的な学習の時間｣の創設を機会

に，保護者の支援による学校林内の道路や広場の

整備に着手してきました。その活用の根底には環

境学習の要素も磯り込み，学校林での自然体験活

動を通した児童生徒の蝋かな心の育成もねらいの

一つとしてあります。昨年度は，子どもたちの手

による遊歩道の整備や看板，樹木名札の設置も行

い，近隣の林業指導事務所の協力を得ながら森林

学習も試みました。

本校の学校林は『るんるんフォレスト」と命名

⑳－林業技術No.7402003.11

され，今年度は子どもたちが親しみやすく，楽し

く活動できる森にするために，実のなる木の植樹

や本校教職員により開発された自然体験プログラ

ムが実施されました。そのような活動の中から額

に汗しながらも生き生きと|瞳を輝かせ，森と触れ

合う子どもたちの姿も見られるようになりました。

学校林の樹木と同様にスクスクと成長する子ども

を願いつつ，今後とも学校林を活用した教育実践

を継続していきたいと考えています。

中茶安別小中学校の紹介

本校は北海道東部に位置し，東京都の約半分，
しぺちや

全国では6番目の面積を誇る標茶町にあります。

釧路湿原と阿寒の二つの国立公園，ラムサール条
ぺかんぺうし

約登録湿地の別寒辺牛湿原に隣接する世界レベル

の一級品の自然を有する町です。近年は，この豊

かな自然に心打たれた本州からの移住者により，

本町を拠点とする自然環境にかかわる活動が盛ん

に行われるようになりました。これらの方々の動

きに合わせて地元としても，昨年から環境教育セ

ンター設置の準備機関が設けられ，本校の学校林

活動もそのモデルケースとして取り上げられてい

ます。

本校は児童生徒数25名という極小規模の小中

併置校であり，地域や保護者の多くが乳牛を中心

とする酪農業を営んでいます｡現在14ある町内の

学校でも，かつては学校林を有していましたが，

その多くは時代とともに消滅し，学校独自で維持

しているのは本校のみとなりました。その理由の

第一には，学校林に対する地域住民や歴代の保護

者の方々の今日までの尽力や熱意が挙げられます。

●中茶安別小中学校



伝木の高さを

測っています

保護者の方々は，自分自身力乱子どものころに経験

した学校林での活動を，わが子へも味わわせるこ

とを願って絶大なる支援を惜しみません。学校と
こた

してこれらの思いに応えるためにも，学校林を活

用した教育実践を継続しなければならないと全教

職員が一丸となって取り組んでいます。これは，
きずな

学校林という一本の絆で結ばれた地域と学校との

連携の一つの姿として現れています。

今年度の取り組み

研究主題を"｢自ら学び，たくましく生きる力を

善も子どもの育成｣－総合的な学習の時間を中心
として，自己学習力を高める一，とし，今年度か

ら研究に着手しました。これらの研究を進めるう

えでの具体的な活動として，学校林を主軸に据え

た実践を行っています。

学校林の活動には，「ふるさとタイム」として全

校で取り組むものと「まいろ－どタイム」として

各学級や個人のテーマによるものがあります。全

校では年間3回，学校林を活動の場とした自然体

験プログラムを計画しています。

学級や個人では，小学校低学年の学校林での遊

びを中心にした活動，中学年の動植物の観察。研

究にかかわる活動，高学年の野鳥観察からバード

カービングヘと発展させた活動など，さまざまな

ものがあります。

中学校は，各学年の発達段階に合わせて学校林

や地域の歴史，学校林と地域の生活環境とのかか

わり，学校林の将来像などの内容について，テー

マを設定して取り組んでいます。

今年度の「ふるさとタイム」の具体的内容は次

中茶安別小中学校●

のとおりです。単元名＝「ぼくの，わたしのるん

るんフォレスト｣｡活動目標＝るんるんフォレスト

(学校林)を，もっと魅力的な場にするためにどの

ようにしたらよいのかを，全校の知恵と力を合わ

せて考え，働きかけ，「行ってみたい｣学校林づく

りを進める。活動内容＝①5～6月･“「るんフォ

レ改造計画！」(計画構想づくり)。②6月18日…

｢実のなる木を育てよう！」(植樹・タネ植え)。③

8月26日…「るんフォレで遊ぼう！」（ネイチャ

ーゲーム)。④10月27日･･･「小鳥をよぼうよ！」

(巣箱清掃苗木の冬じたく)。

おわりに

本校の学校林を活用した特色ある教育活動は，

｢総合的な学習の時間｣に位置付けられたことによ

り，今後も継続して取り組める見通しがつきまし

た。学校林活動については，これまでも地域，保

護者の全面的な協力を得てきましたが，今年度は，

地域と学校が同じ視点に立ち，どのように活用し

ていくかを検討する活用プロジェクトを組織する

ことができました。

学校林の活動が高まるにつれて，その維持，管

理についての資金面の課題も出てきています。関

係機関への積極的な働きかけという苦労もありま

すが，学校林で活動する子どもたちの笑顔を思い

浮かべると，一層努力していかなければという思

いに駆られます。そして，子どもたちの学校林へ

の思いを育て，将来を安心して託すことができる

よう，今後とも活動の充実を目指した取り組みを

進めていきたいと思います。

林業技術No.7402003.11-⑳
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学校林活用の現場から
《福島県古殿町立大久田小学校》 陣

到
罵訓壷キ
ー』

〒963-8303福島県石川郡古殿町大字大久田字石神40
aO247-53-2119,FaxO247-32-1021

おおやまつよし

大久田(おおぐた)小学校教諭大山剛
｡

本校は，福島県の南，石川郡古殿町にある小学

校で，阿武隈山地の標高510mに位置し，スギの

人工林に囲まれた緑豊かな自然環境にある農山村，

へき地･小規模の学校です。全校児童37名が緑の

少年団の団員として，自然を守り，育てる活動に

取り組んでいます。では，本校の学校林の現況，

活動の様子，成果と課題を述べたいと思います。

学校林の現況
こし篭いみようがゆどのさん

本校には，「越代｣，「茗荷｣，「湯殿山｣の三つの

学校林があります。

①「越代」学校林

面積が1.5haあり，林齢35年のスギの人工林

です。契約伐期が平成14年となっており，間伐・

伐採を検討しましたが，相場が安定していないた

めに，伐期が決定できない状況にあります。また，

学校所在地から遠く，いつでも気軽に行ける場所

ではないことが，児童の活動にとって障害となっ

ています。

②「茗荷」学校林

面積が0.2haで,林齢18年の学校林です｡これ

まで児童や保護者の手によって，追肥や消毒を計

画的に実施してきました。しかし，場所が傾斜地

のためにクリの生育があまりよくありません。ま

た，栽培・収穫のために撞いたホダ木も古くなっ

てきており，今後，収穫が見込めそうになくなっ

てきています。

③「湯殿山」学校林

0.12haの面穣で，広葉樹や雑木の学校林です。

上記の「越代」やr茗荷」の学校林にはそれぞれ

問題点があります。そのために，今後の学校林活

動の充実を考え，平成10年3月に，学校近くの雑

木林を学校林として借り入れることにしました。

それが，「湯殿山｣学校林で，現在の学校林活動の

中心になっています。湯殿山学校林を総合学校林

として活用できるよう整術していくために，児

童．保謹者．教師，そして地区の方々の協力を得

ながら下草刈りや除伐，広葉樹の植樹を計画的に

行っていく考えです。

総合学校林とは，これまでそれぞれの学校林で

しかできなかった体験を，一つの学校林ですべて

できるようにしていくことです。学校から近く，

いつでも行ける湯殿山学校林を，「収稚.栽培がで

きる学校林｣，「昆虫が生息できる学校林｣，「生育
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打
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似
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けています｡体長7～8cmほどになると,学校わ

きの親水公園に放流します。今年も7月に全校児

童と町内の別の小学校の1．2年生がいっしょに

放流しました。

生育調査や間伐の体験

昨年度行ったスギの生育調査を基に，今年の6

月にスギの間伐体験を行いました。間伐されてい

るスギ林と間伐されていないスギ林を比較して，

スギや~ド草の状態，光の差し具合などを観察しま

した。間伐する木を自分たちで選び，地域のボラ

ンティアティーチャーの指導の下，協力して間伐

することができました。

成果と課題

学校から近い湯殿山学校林の整備を進めたこと

により，学校林活動の日常化を図ることができま

した。それに伴い，生き物を大切に育てるという

心を喪うことができました。また，奉仕作業など

で父母や祖父母，地域の方々の働く姿を間近で見

たことにより，偉大さを感じ，感謝する気持ちを

持つことができたと思います。

課題としては，「総合的な学習の時間」におい

て，学校林での調査活動や体験活動を組み入れた

単元を柿成し，今以上に子どもたちが活動できる

学校林にしていきたいと思います。また，環境教

育への取り組みをさらに充実したものにしていき

たいと考えています。

学校林が，子どもたちの活動の場だけでなく，

地域の方々にとっても憩いの場となるように環境

を整伽していき，大久田がいつまでも緑にあふれ，

緑と触れ合うことができる地域であってほしいと

思います。

調査や間伐が体験できる学校林」として，整備を

進めているところです。

学校林（湯殿山）における活動の様子

収穫・栽培

毎年4月にシイタケやナメコ，ヒラタケの植菌

作業を行っています。植菌した重いホダ木を全校

生が協力して，運ぶことができました。r坂道を上

るのは大変だったが，頑張った」という感想が聞

かれました。

1．2年生を中心に，キノコの収穫を行ってい

ます。収穫したキノコを選別し，町の福祉施設の

おじいちゃん・おばあちゃん方に毎年プレゼント

しています。手渡すとき，大変喜んでくださるの

で，また頑張って育てたいという気持ちになるよ

うです。また，物産店に持っていき，販売もして

います。新鮮でおいしいという評判で，とてもう

れしく思います。この売_上金を緑の少年団の活動
あ

資金に充てています。

昆虫の生息

4年前から，オオムラサキの飼育に取り組んで

います。ネットで囲んだエノキの木に幼虫を放し，

成長していくのを記録してきました。美しい羽根

をしたオオムラサキに羽化しました。一昨年，羽

化したオオムラサキを学校林に放したところ，昨

年の7月，自然に羽化しているのを発見しました。

オオムラサキが飛び交う学校林にしたい，という

目標で始めたこの活動が，少しずつ成果を現して

きているところです。

また，昆虫ではありませんが，学校林から出る
わ

湧き水を利用して，ヤマメの飼育も行っています。

休み時間にエサやりや観察水槽の掃除などを続

林業技術No.7402003.11-⑳大久田小学校●



【今月あテーマ：子どもたちを森にQ)=z学稜赫】

学校林の活用
一子どもたちに自然の中で学びを

《滋賀県日野町立南比都佐小学校》
〒529-1634滋賀県蒲生郡日野町大字深山口431

a0748-52-0804,FaxO748-52-8106

みぞえちよういちろう

南比都佐(みなみひづさ)小学校校長三添長一郎

本校には，学校より徒歩10分ほどの所に1ha

の学校林があります。以前は植林をして手入れを

してこられましたが，最近は手つかずの状態で荒

れたままでした。このような中,新教育課程で｢総

合的な学習の時間」が新設され，その学習の準備

に取りかかることになりました。一方，子どもた

ちの自然離れに強いものを感じていました。そこ

で，本校にとっての財産である学校林に目をつけ

ました。

学校林の活用のために

学校林の整備

道路からの進入路もなく，アカマツの倒木が多

く，林内を歩くこともできない状態でした。そこ

で，境界付近に遊歩道をつけ，下草刈りをして，

学習に活用するための整備を関係機関，ボランテ

ィアやPTA役員等の皆さんにより行っていただ

きました。

教職員の研修

▲学校林の看板が集合場所

⑳－林業技術No.7402003.11

学校林の活用については，まず教師が実際に山

に入り，自然に接し，自然に親しみ，自然を見る

目を養い，指導力の向上を図ることが重要と考え

ます。そこで，樹木や動物の専門家を講師に，学

校林で実地の研修を行いました。林野庁の研修に

参加した教員が講師になることもありました。学

校から比較的短時間で学校林へ行くことができ，

教師も何回も足を運び，四季の移り変わりを感じ，

よい勉強となっているようです。

学校林に対する考え

学校林経営の方針

次のようにまとめられます。①学校林を，身近

で体験的な学習の場として整備に努める。②地域

の里山・学校の財産として，樹木の手入れや下草

刈り等を行い，環境保全に努める。③学校林の動

植物等の自然に親しみ，自然に触れる活動を通し

て，森林の働きや大切さを学ぶ。④学校林での活

動を通して，親子の「ふれあい」の場とする。

学校経営と学校林活動との関連

▼整備作業に汗を流すボランティアの皆さん

●南比都佐小学校



▲植物の観察中

学校林で四季の自然や地域の人々に触れ，さま

ざまな体験活動をすることで，豊かな心の育成を

図っていきます。地域の題材は，実際に見たり聞

いたり体験することができ，考えて感じることに

より，自然の中に新しい課題が次々と生まれ，学

びが深められます。また，地域の人々との出会い，

地域を学習する舞台とすることで生活に結びつい

た学習となり，生きる力につながります。さらに，

里山に対する地域の人々の思いや歴史などを学習

する中で，人々の生きざまをも学ぶことができま

す。

具体的な実践事例

総合的な学習の時間（ほまれ学習）

5年生の「学校林を紹介しよう」の場合です。

単元の目標を次のように定め，他教科等との関連

を考えて実践しました。

単元の目標は次のとおりです。①学校林の自然

に触れ，自然の不思議さや自然環境の大切さを知

る。②人は自然を利用し，それと深く結びついて

生きていることを知る。③地域の自然の豊かさに

気づき，それを守り育てる心を持つ。

他教科等とも，理科の｢花から実へ｣，社会の｢環

境を守る森林と日本の資源｣，国語の｢われは草な

り」などで関連学習をしました。

ほかにも，学校林の自然を調べたり，学校林の

四季の移り変わりを調べて学校林のマップを作成

し，まとめを全校や地域の人々に発表しました。

また，児童の手によるホームページを全国に発信

南比都佐小学校●

しました(http://www.rmc.ne.jp/nanpi)。その

ほかにも，「シイタケの菌植え｣，「学校林の四

季｣，「環境を考える」などの学習をしています。

教科等の学習

各教科単独でも，次のような学習をしました。

①生活科･…「のやまのはる」「のやまのあき｣。②

図画工作…｢学校林の木で作品を作ろう｣。③理科

…｢里山しらべ」「冬の学校林」「植物採集｣。特に

r木の名前を知ろう｣では，学校林の木の名前を調

べて名札付けをしました。

森っ子スクール

土の中の動物調べやドングリの芽生えのようす

を方形枠で継続観察したりしました。専門的な学

習なので，専門家による指導を仰いで行いました。

下草刈りで日光がよく当たるようになり，ドング

リの芽が辺り一面にびっしり生え，子どもたちは

もちろんのこと，指導者もびっくりです。

親子体験活動

親子体験活動では，学校林の自然を生かして遊

具作りをしました。木の枝をうまく利用したり，

自然の中で，自然に接し，親子で力を合わせての

遊具作りです。ヤマモモの大木に縄ばしごをかけ，

高い所から林を見渡せるようにしました。また，

ネイチャーゲームを親子で楽しみました。

その後，ほかの学年も学習にはもちろんのこと，

その遊具で楽しく遊んでいます。また，休日には，

学校林へ出かけている親子やグループもあるよう

です。

▲力を合わせて遊具作り

林業技術No.7402003.11-⑳



1今月のテーマ享子どもたちを森に④一学校林】

元気｡森｡もり活動
－学校林活動から

《広島県布野村立横谷小学校》
蕊
馴
隆

：〒728-0211広島県双三郡布野村横谷774-1

a0824-54-2201,FaxO824-54-2870
みかみのぶゆき

横谷(よこたに)小学校教頭三上伸之 鷺

広島県北部の，島根県境まで5kmの地点に立
あおがわら

つ，青瓦のとんがり屋根の木造校舎が本校です。

ここで17名の児童が学んでいます。

学校林は，校舎から南に2kmの，旧出雲街道

｢仏が峠」にあります。広さは4.28hao内訳は，

人工林（スギ･ヒノキ)2.74ha,天然林1．5ha,園

地0.04haです。1978年に結成された横谷緑の少

年団活動として，3年計画でスギ・ヒノキの植林

(0.5haずつ),樹名板(200種）・巣箱の取り付

け，下草刈りやシイタケの植菌活動等が続けられ

ていました。

表現する。

学校林の全体での活動時間は30時間としまし

た(表参照)｡個々で深めていった内容もあります。

特筆すべき点は，年間を通しての活動ができたこ

とと，指導者に恵まれたことです。四季の変化，

動植物の存在にもあらためて気づきました。春か

ら夏にかけての《トラップ》体験では，クワガタ

の捕獲も目指しました。結果は残念賞。それでも，

『興味・関心を持って取り組む力』,『いろいろな方

法で解決しようとする力』を身につけてくれまし

た。失敗を生かしたリベンジを期す児童もいまし

た。また，積雪のため冬の活動はできない，と思

い込んでいましたが，アニマルトラッキングを通

して，生息する動物に気づいたり，雪の層の観察

総合的な学習活動の

中心に位置付けて

本校では，学校林での活動を総合的な学習の中

心に位置付け，取り組みを続けています。過去4

年間，烏・植物・樹木・動物とジャンルを設定し

て学習を続けてきました。

昨年度の取り組み：「総合的な学習の時間」の

ねらいを次のように設定しました。①自ら課題を

見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，

よりよく問題を解決する資質や能力を育てる。②

学び方やものの考え方を身につけ，問解の解決や

研究活動に主体的，創造的に取り組む態度を育て，

自己の生き方を考えることができるようにする。

これを受けて設定した学校林活動のねらいは次

のとおりです。①学校林を学習の場として，学年

ごとに「ねらい」に向けて活動する。低学年…自

然に親しみ，興味関心を持つ(生活科)。中学年…

観察し，調べてみる。高学年…ほかの事柄と関連

付けて学習を深める。②全体テーマに沿って個々

の課題を見つけ，コース別学習に取り組む。③学

校林での活動・学習の足跡を記録し，その内容を

▼表昨年度の活動内容

月日’内容
4.181舂の学校林探検

指導者等

本校職員

4.25 元気森もりステージ
オープニング

森林組合長

保護者

5.24 舂の学校林探検
r昆虫を知ろう」

指喜主事
林務課職員

本校職員6.131初夏の学槙林探検

7.11 夏の学校林探検

｢植物観察」
～キヌタソウ～

森林インストラクター
林務課職員

’

713 親子で大工さん

rふれ愛ケビン」
壁板打付け作業

森林組合職員
保護者

719夜のトラップ体験｜指導主事

※林業技術センター
体験学習

10．8 技術センター

林務課職員

10.22 秋の学校林遠足
｢秋見つけた」OL¥

本校職員
林務謡哉員

広大ネイチヤーゲームの
会との交流

広大ネイチヤーゲーム
の会

125

116冬の学校林体験 本校職員
I

冬の学校林探検
rアニマルトラッキング」

指導主事
本校職員

27

*OL=オリエンテーリング

⑳－林業技術No.7402003.11 ●横谷小学校
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や雪温の観測を通して，雪の内部を意識すること

ができました。

本年度は…：前記ジャンルの中から，児童が自

分でコースを選び，学習を進めることにしました。

特に，児童自らの「なぜ？」という疑問を基に学

習を進めていくことを目標としました。
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と名付けた壁打ち作業では，楽しそうな話し声と
つちおと

槌音が響き渡りました。別の補助金で井戸（水）

と炊事場も設置され，さらなる活動の広がりが期

待できます。ほかにも，森林環境教育推進事業・

中央中国山地文化倦I森の学|劇モデル事業・緑化推

進機織補助金等により，施設の充実や識師の謝礼，
あ

術品や教材等のl職入に充てています。学校林に行

こう，活動をしようと思えるような《場》づくり

のための資金の大切さを強く感じています。実は

市町村合併が近づいており，資金面での援助の行

方が心配事の一つです。

人・ひと…ネットワーク／に感謝

学校林活動では，専門的な知識が必要になって

きます。そこで，各ジャンルの専門家に指導をお

願いしています。森林インス|､ラクターの是久先

生，広島県備北教育事務所の立河指導主事は，専

門的なことはもちろん，導入の指導も懇切にして

くださいました。児童の関心は高まり，本校職員

の研修も深められました。

また，広大（広島大学）ネイチャークラブの皆

さんとの交流も大きな成果でした。ゲームを通し

て，今まで気づかなかった自然を感じたり発見し

たりする活動は，児童たちにも大きな驚きと喜び
陰じ

だったようです。弾けんばかりの笑顔が，すべて

を物語っていました（写真)。

さて，広島県備北地域事務所農林局林務課の矢

田さんを紹介します。指導者や参考資料等の情報

提供はもちろん，あらゆる活動を支えてください

ます。子どもたちは矢田さんが大好きで，いっし

ょに活動するのをとても楽しみにしています。本

校の学校林活動の人材ネットワークを支えていた

だいていると言っても過言ではありません。

キヌタソウ発『なぜ？』『もっと』へ

本年度は，昨年見逃してしまった『キヌタソウ』
かれん

の可憐な花を見ることができました。しかも，群

生状態で，です。是久先生によると，「このような

状態はとても貴重で，周辺を調べるとまだまだ貴

重なものが見つかるかもしれない」とのことでし

た。期待と同時に，守る責任も感じています。

5．6年生は，『なぜだろう？』『仲間は？』等々

疑問を持ち，解決の手立てを考え，活動を始めま

した。調べる方法も是久先生に質問したり，パソ

コンで調べたり，県の林業技術センターに問い合

わせたり，現場へ観察に行ったりという活動を続

けました。今，まとめの段階に入っています。

結びに代えて

児童の持つ好奇心が広がっていくきっかけを与

えるようなアクションは重要です。学校林には，

多くの『なぜ？』『だから』が広がっています。

これからも『活動･体験』一『疑問･課題』一

『調査･表現』→『まとめ』一『発展』のサイク

ルを，より意識した活動を通して，児童一人ひと

りが自分らしさを表現し，横谷だからこそできる

学校林活動を続けたいと思います。多くの人々に

支えられていることを意識させながら…。

学校林に行こう〃

児童が「行きたい」気持ちになることが第一，

と考え「ツリーハウス」を作りました。木に登っ

て，その上でいっぱい遊んでみたいですよね。児

童に「こんなものがほしい」とイメージさせ，設

計図・モデルを作って，地元の森林組合長さんに

お願いしてできたものです。村も予算でバックア

ップしてくださいました。今もハンモックやブラ

ンコが児童を待っています。2001年のことでした。

昨年は，「元気森もりステージ」が完成しまし

た。オカリナコンサートを開いて，皆でお祝いし

ました。さらに，ニッセイ財団の援助により，「ふ

れ愛ケビン」も完成しました。《親子で大工さん》

横谷小学校● 林業技術No.7402003.11-⑳



【今月面テーマ：子どもたちを森に④一学校林】

学校林活動の現場から
《鹿児島県枕崎市立金山小学校》
〒898-0076鹿児島県枕崎市金山町510
a/FaXO993-72-9887

おおくぼたかし

金山(きんざん)小学校教頭大久保隆志

平成14年度以降実施された新学習指導要領は，

学校週5日制の下で，各学校がゆとりのある教育

活動を展開し，自ら学び，自ら考える力などの｢生

きる力」を子どもたちに育成することを基本的な

ねらいとしています。また，郷土に関する学習や

体験活動を積極的に教育活動の中に位置付けるこ

とも望まれています。

したがって学校現場においては，子どもたちが

郷土に関する学習や体験活動を通して身の回りの

自然に目を向けて，身近な環境問題について考え

たり,環境保全活動に取り組んだりすることが｢生

きる力」を身につけさせるというねらいや，郷土

のことを郷土で学ばせるというねらいを達成しう

る有意義な教育活動の一環であるととらえていま

す。

そこで，ここでは本校の特色ある教育活動の一

つである学校林活動の取り組みについて述べてみ

たいと思います。

本校の概要

本校は，太陽とカツオのまち枕崎の市街地から

7km北上した地点に位置しています｡児童数は25

名（男子15名･女子10名),学級数は完全複式の

1．2年，3．4年，5．6年各1クラスの計3

クラスの小規模校です（平成15年9月現在)。

学校林活動の取り組みについて

学校林の現況

本校の学校林は，学校から6km離れた蔵多山

の中腹に位置し,昭和43年に植栽されたスギとヒ

ノキの人工林，さらに天然林合わせて1haの面

積となっています。

学校林活動等に対する本校のとらえ方

⑳－林業技術No.7402003.11

1）学校林経営の方針（学校林活動の主なねら

い）：①学校林に関する諸活動を通して,校内の樹

木や花壇の草花などを大切にする自然愛護の意識

を高める。②児童・保護者・教師の連携を一層密

にし，郷土の素材を生かした学習を展開する。③

児童・保護者。教師が共に汗を流すことにより，

勤労の尊さを体験させ，勤労の喜びを味わわせる。

④児童・保護者・教師の勤労体験学習により，協

力的態度を培い，力を合わせて一つのことをやり

遂げる精神を養う。⑤全児童による「仙洞岡緑の

少年団」を結成し，自然の中での活動を通して，

心豊かでたくましく生きる児童の育成を目指す。

⑥自然を愛する体験活動を通して，愛校心や「ふ

るさと」を愛する心を育てる。

2）学校経営と学校林等活動との関連：①校訓

…かしこくやさしくたくましく・②教育目標

…自ら学び，心豊かで，たくましく生きる子ども

の育成。③目指す子ども像…花いっぱい汗いっ

ぱい夢いっぱい，きらきら輝く金山の子。

以上のような学校教育目標を具現化するために，

本校においては学校林等の活動を，児童が自ら進

んで自然とかかわり，そのさまざまな直接体験を

通して，心豊かで責任感と思いやりのある，たく

ましい児童を育成するうえで極めて教育効果の高

い活動としてとらえ，年間を通して計画的，意図

的に学校林等の活動の事業展開を図っています。

昨年度の学校林活用状況：昨年度の活用状況は

表のとおりです。

取り組みの成果

①学校林遠行や学校林作業等の創意ある教育活

動が計画的に実施され，自然の中でのさまざまな

体験活動を通して，心身ともにたくましい児童の

●金山小学校



V表昨年度の学校林活用状況

参加児童

學琵~｢X員
年月日 活用種目 活用の慨況 備考

I

平成14年
9月8日

【学校林作業】
林業体験
体験学習
動植物観察

|～6

年

25人 ●落ち葉拾い作業。

●下草刈り，枝打ち等の勤労体験学習。
､森と自分たちのくらしとのかかわりや，
スギ，ヒノキの育ち方やツバキ(市木）
とスギ，ヒノキの違いについて学習。

●理科の学習
●植物の観察

●下草払い
●枝打ち
●遊歩道補修

平成15年
2月2日

【学校林遠行】
林業体験
体験学習

動植物観察

|～6

年

24人 ●学校から学校林まで61くmの道程を歩

いて踏破する体力づくり。
●木の成長を確かめる。

●樹木や植物の名前，野鳥や小動物の観
察，森林の働きや役目について学習を
する（加世田農林水産事務所林務課職
員の指導による森林学習)。
●倒木の撤去や遊歩道の整備および下草
刈り作業。

●体力づくり
⑨地形観察
●飯合炊飯
●樹木の種類や名前についての学
習

●森林の働きについての学習
●落ち葉集め
●遊歩道の整備
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今

育成が図られてきました。②学校林活動や緑の少

年団活動を通して，森林の働きや役割，自然の動

植物の生態等について児童の理解が深まり，自然

を大切に守り育てていこうという気持ちが育って

きています。③緑の少年団やPTAと密接な連携

を図ることによって，学校の教育活動に対する理

解が深まり，協力や支援を得やすい雰囲気がつく

られてきています。

まとめ

本校における学校林活動は昭和43年度から始

まり,本年度は36年目を迎える歴史と伝統のある

活動です｡これまで30年以上の歳月を経てきた学

校林活動は，現在では，当初の児童が保護者とな

り，脈々と受け継がれてきた活動として，また，

明るく健全な校風の一つとして，学校や家庭や地

域社会に根付いてきており，まさしく地域と一体

となった活動として定着しています。

しかしながら本校においても，学校から6km

という距離と授業時間の確保の問題や維持・管理

作業の問題，現地での活動にかかわる安全確保の

問題，専門的な知識を有する指導者の確保の問題

予算的な問題など多くの問題を抱えているのも事

実です。

しかし，子どもたちの自然体験や社会体験の欠

如が叫ばれている現在，学校林を保有している本

校にとって，その有効な活用を図っていくことは，

まさしく時宜を得たことです。

したがって，本校の学校林活動（緑の少年団活

動も含む）を，郷土に関する学習や体験活動を通

して身の回りの自然に目を向け，身近な環境問題

について考え，また，環境保全活動に取り組もう

とする有意義な教育活動の一環として位置付け，

学校林活動を子どもたちにとって楽しい「学遊林

活動」として，今後も計画的かつ積極的に取り組

んでいきたいと思っています。

金山小学校● 林業技術No.7402003.11-⑳



カラマツ70年生林分の生育経過嬢
舅 －強度。弱度間伐区と無間伐区の比較

翻

露
場

元．小岩井農牧㈱取締役山林緑化部長しもだ
現.棚東北地域環境計画研究会専務理事下田

はじめ

ー

野を蛎入して，牛・馬・羊など家畜の繁殖改良と，飼

料作物用畑地の開墾を目的に創業し，同時に1,000ha

の植林で，経済的な森林経営を目指した。原野の一部

は家畜の敷ワラ野草地として利用していたが，昭和に

入ってカラマツを植え,森林に締入した｡昭和8(1933）

年,約5haにカラマツを植林し,5年生まで下草刈り

を実施しただけで除伐などの作業はしていない。

試験区は，無間伐区(C区）と強度間伐区(A区)･

弱度間伐区(B区）に分かれ,A・B両区は，昭和

29（1954）年に小岩井農場社員の間伐技術向上を目的

に，岩手大学農学部林学科に依頼して設定し（筆者も

参加),C区は2年後の31(1956)年に，無除間伐のま

ま放置しておけば，どのような本数減少をたどるのか

を知るために筆者が設定した。

植林方式は一坪1本植え（1.82×1.82m)の方形植

え，各区364m四方(20×20列）の0.132haであ

る。

本数減少の経過

本数減少の経過を表①に示した。強・弱度間伐区は

4回の間伐と3回の調査，無間伐区は調査が7回であ

る。その結果,24年生から70年生までの無間伐区の自

然枯死による本数減少と，強・弱度の間伐率の違いに

よって，次のようなことがわかった。

はじめに

岩手県内には，敗戦後の早期育成林業の時代に，大

面積に植栽したカラマツ林(約63,000ha)があり，多

くは中齢期にある。近年の施業指針は，国産材需要の

大幅な減少と価格低落への対応策として，植林．保育

徴の低減と将来の大径木収穫を日指して,40年生前後

の目標伐期を60～70年生や,それ以上の高伐期を採用

する傾向にある。このような時代背景にあるとき，小

面積であるが植栽後70年生まで無除間伐のまま推移

させ，強・弱度間伐と比較した例を紹介する。

試験区の立地

岩手県雫石町，岩手山南麓の小岩井農場内。年平均

気温は9℃台，降水量は1,400～1,500mmの年が多

い｡初霜は10月の中ごろ,12月半ばに降雪が多くなり

根雪になる｡積雪深は50～60cm,雪解けは3月下旬で

春の訪れは遅く，ソメイヨシノの開花はゴールデンウ

イークのころ，常風は西である。標高は240m,東に向

かって緩やかに傾斜し，岩手山と駒ヶ岳の火山噴出物

が厚く堆積し，表土は黒色火山灰土(BID型）である。

試験区の概況

小岩井農場は，明治24（1891）年，野草地の国有原
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▼表①無間伐と強・弱度間伐による本数減少の経過 本/ha,()内は枯死率

無間伐区(C区)||強度間伐区(A区)||弱度間伐区(B区）
生存木｜枯死木｜計｜|残存木｜間伐木｜枯死木｜計｜|残存木｜間伐木枯死木｜計林齢
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▲図0

①全区とも保育終了後，22～24年生までに15～30

％が自然枯死しているのは，林冠閉鎖後の生育競争の

激しさを示している。

②無間伐70年生の生存木は600本台半ばで,弱度間

伐繰り返し区の残存木と，ほとんど同数になっている。

③強度間伐を繰り返して,40年生前後に450本程度

まで少なくしても，商齢期に差しかかる70年生まで

30年も長期間放置していると，成立本数は400本前後

まで自然減少する。

④弱度間伐を繰り返して40年生前後に770本程度

にして，そのまま推移させるのは残存本数として明ら

かに多く，70年生までに個体間の生存競争力撤しくて

自然枯死木が多く出現し，生存木は600本台になって

しまう。

上層・下層木と樹型の変化

下層木の割合，木材利用率が高い優勢1級木と不整形

11級木の割合を見ることも目的の一つである。

図①に47．58．70年生まで23年間の樹型区分の変

化を示す。

①無間伐58年生で,上胸水の割合が大きく増加して

いるのは，47年生以後に下厨木を主に27％が枯死し

たためである。

②強度間伐47年生で，残存木447本のうち_上層木

98％，下層木2％であった。これは8年前の，間伐後

本数が適正に近かったといえる｡その後58年生までに

下層木がすべて枯死したため上層木417本になり，70

年生でも402本はすべて上屑木である｡ただし,47～70

年生の間に，上層林冠内11級木のうち9%が枯死した。

③弱度間伐47年生で,残存木772本のうち上層木は

96％で，強度間伐と変わらなかった。しかし，58年生

の残存木696本は上屑水が85％，70年生の636本は

86％へと、割合こそ変化はないが本数が減少し，期間試験区は成立本数の減少経過のほか、上層大径木と

林業技術No.7402003.11-⑳
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▲図②胸高直径の分布(ha当たり）

る。丸太採材歩留りを，仮に1級木90%,11級木70

％，Ⅳ級木5％とすれば，木材収穫は無間伐396m3,

強度間伐416m3,弱度間伐448m3が見込まれる。各区

の比率が立木幹材秋と異なってくるのは，上屑木本数

の多少が木材収盤に影響するためであろう。ただし売

買単価が高く，収益に貢献する通直大径材の収種I伽は，

11級木が少ない強度間伐区が多くなると推定される。

自生してきた広葉樹（中木以上）

試験区を設定した昭和30年ごろは，針･広混交林へ

誘導する考えはなく，カラマツが密立していたため，

広葉樹と草本は目に止まるほどの数はなかった。むし

ろカラマツの落葉が分解せずに厚く縦もって，掘り返

すとパサパサと乾燥した土壌が現れた記憶が強い。33

年生になると，枝下高も上がってA･B間伐区にはコ

ナラ・クリ・ガマズミ・キブシ・カスミザクラなどが

低木屑を形成し，無間伐区は草本のみで，とりわけ湿

性なチヂミザサ・ツリフネソウ・フタリシズカ・ヒヨ

ドリバナなどが多く，キンミズヒキ・タカトウダイな

どが混生していた（下田ら1966)。

①樹種と本数:70年生の全区に自生してきた広莱

樹（中・高木）のうち，樹高3m,胸高直佳3cm以

上は23種272本でha当たり686本になり，無間伐・

弱度間伐のカラマツ成立本数とほぼ同数である（以下

ha換算)｡鮫も多い樹種はミズキ124本で,ヒトツバカ

エデ109本，ヤマモミジ101本，ヤマグワ76本が続

く。あとはぐっと少なくコブシ38本，ウワミズザクラ

33本，アオダモ，アズキナシ，サワグルミは5本ずつ

であるが，樹極と本数の多少は近くに母樹があるかな

いかの遠いによると考えられる。

②樹高別本数：試験区別に樹商階別本数を表②に示

した。無間伐区と強・弱陛間伐区に違いがあるのは，

中に下層木へ転落した上層木があった。

樹高・胸高直径・幹材積

70年生における樹高。胸高直径･幹材積は，次のと

おりである。

①樹高：最大樹高は，各区とも同一傾斜面なので30

mあまりで差はない｡最小樹高はⅣ級木がないA区22

m,B･C区14～16mで違いが大きい｡林分平均はA区

27.9mでB・C区よりも2mあまり高くなっている。

②胸高直径：度数分布を図②に掲げた。胸高直径の

大きさは林分密度に影響され，間伐率の強弱によって

違いが出るといわれている。図②のように無間伐と弱

度間伐の直径分布は相似して，両区とも24～28cmが

最も多い。強度間伐は32～34cmで明らかに違い，強

度間伐の効果によって大径木の収穫が見込まれるが，

弱度間伐は大径木の割合が少なく，無間伐よりも若干

多いだけである。

③幹材積：①1本当たり幹材積は，当然，強度間伐

が大きい。林分平均は無間伐0.832m3を100とすれ

ば,強度間伐145,弱度間伐105で,上層木だけの強度

間伐が無間伐の5割増近く大きく，無間伐・弱度間伐

の差は小さい｡②ha当たり幹材積は,無間伐536m3を

100とすれば，強度間伐は91，弱度間伐は104と最も

高蓄積で，立木密度の高い林分ほど蓄稜が多いという
あかし

証になっている。ただし，無間伐と弱度間伐の間に大

きな差がないのは，両区とも枯死木が生じるほど立木

密度が限界にあるためと考えられる。なおha当たり

丸太収穫量は，主伐収穫量に過去4回の間伐収穫量を

加算する必要があるが，間伐収穫（丸太材猿）の記録

は，ある事情によって失われたので，主間伐合計材職

を示すことはできない。

④利用材積：森林育成の目的の一つに木材利用があ

⑫－林業技術No.7402003.11



▼表②広葉樹の樹高階別本数 本/ha

作業の安全のために，間伐木周辺の広葉樹の刈り払い

や，伐り倒した間伐木の~ド敷きになって少なくなった

ためと考えられる。

まとめ

70年生に達した試験区の生育経緯によって，以下の

ことが考えられる。

①植栽本数と保育作業：カラマツは近年まで，習慣

的にha当たり3,000本植えが多かった。幼中齢期に
おうせい

樹高成長が旺盛な地位では,無除間伐のままで20年生

代になると枯死木が多く生じて，生存木は

2,100～2,500本に減少する。しかも上層木でも不整形

木があるので,20年生代の第1回間伐は1,000～1,300

本の残存本数にするのが適切と考えられ，そのために

は,2,000本程度が望ましい植栽本数と考えられる。ま

た除伐作業の省略も考慮できるので,植林と除伐費の

減額によって投下資本の減少につながると考えられる。

ただし，苗木の活着率が100%に近く，下草刈りに

おける誤刈りと獣類などの被害が少なく，つる類の繁

茂がないことが条件になる。

②間伐率と伐期の残存本数：最近は間伐収穫による

収益に多くを望めないので，優良大径木収穫を目指し

て,伐期を70年生前後に想定した施業を採用する場合

は，40年生ごろに第2回間伐を強度に実施し，立木本

数を400本前後にして，そのまま伐期を迎える。試験

区の例では，弱度間伐の繰り返しと，無間伐のままで

も，70年生の上層林冠は500本前後で大きな差はな

い。樹型の優劣差による木材利用率の相違は多少出る

としても，収益の少ない弱度間伐の繰り返しを避ける

のも，一つの方法と考えられる。

ただし，通直な優良大径木の収穫を同指す経営体で

は，適正な間伐年間隔と間伐率の実施が必要であるし，

林道率が高い経営体では木材価格が上昇したときに，

早期換金のために間伐年間隔を短くして繰り返しの回

数を多くするなどの，臨機応変の対応が求められる。

③下層皿級木の扱い：中齢級におけるカラマツⅡ1級

木は，周囲に上層木がなくて成長できる広い空間がな

ければ早晩枯死するので，間伐対象木として扱うこと

が望ましい。

④広葉樹との共生による生態系への配慮；陽樹の力

▲広葉樹（自生）の多いc区

ｑ
樹
冠
不
整
形
木
や
枯
死
木
（
Ｃ
区
）

ラマツ林は，林齢が進むにつれて枝下高が上がって，

広葉樹の自生が多くなり，生態的に好ましい林相にな

る。中には将来，優良広葉樹として高価格が期待でき

る樹種もあるので，除間伐のときに除去することなく，

カラマツと共生させることが望ましい。

ただし，広葉樹を残存させるためには，これまでの

ような徹底的に広葉樹を伐倒する除伐作業の内容を見

直すとともに，管理者ばかりではなく作業員も含めて，

森林管理への意識改革を図る必要がある。

おわりに

本稿をまとめるにあたって，岡田秀治・日戸秀正両

氏の資料を参考にし，調査は小岩井農場の吉田弘行氏，

植生は足沢匡氏の協力を仰いだ｡併せて感謝を申し上

げる。なお本調査は，㈹東北地域環境計画研究会（岩

手県盛岡市）の自主研究助成を受けて実施した。

《参考文献》

｢小岩井におけるカラマツ間伐試験1．林令33年生ま
での生育経過｣，下田一･千葉宗男･永野正造･戸沢俊
治，昭和41年8月，日本林学会東北支部講演集
『小岩井農場カラマツ間伐試験林林齢47年までの生育経

過｣，日戸秀正,昭和55年3月,岩手大学林学科卒業論
文

｢カラマツ造林学』，浅田節夫･佐藤大七郎編著,昭和56年
3月，農林出版㈱
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なぞ

謎だらけのトゲネズミ

トゲネズミ（刀ﾙ"d""0s#"ze72siS)は琉球列島

の沖縄，徳之島，奄美大島の3島のみに生息し，

わが国の天然記念物にも指定されています。知る

人ぞ知るネズミで，多くの謎を含んでいます。ま

ず，琉球列島という狭い空間に存在すること自体

が謎です。また，体表には異常に堅いトゲを持っ

ています。このような堅さのトゲを持つものは近

縁な仲間の中にはいません。さらに謎を深めてい

るのが，奇数の染色体を持つということです。1

種にすべきか3種にすべきかという分類学的問題
ひん

も残されています。そして，絶滅の危機に瀕する

本種の保全対策の問題など，トゲネズミには議論

すべきところが多くあります。最近の研究結果も

踏まえ，これらの謎や問題点をさらに詳しく見て

いきましょう。

トゲネズミの不思議の第一は系統の独自性です。

なぜ琉球列島に生息しているのでしょうか。分子

系統学的手法（ミトコンドリアDNAと核遺伝子

IRBP)を用いた解析から，トゲネズミの起源はマ

ウスやラットなどのネズミ亜科の仲間が分岐した

ころにさかのぼることが明らかになっていま

すの。時代にして今から1,000万年前ころです。

そのような太古の昔から琉球に生息していたので

しょうか。現在の島々の面積の広さからは想像し

がたいことです。しかし，近年に陸橋ができてや

って来たのであれば，亜熱帯域の森林に生息して

いる優勢を誇るネズミ類を押しのけて渡来できた

とも思えません。古くからトゲネズミの祖先が沖

縄にやって来て，独自の進化を遂げたと解釈する

ほうがやさしいのです。今後のさらなる検討が必

要ですが，いずれにしても本種の系統学上の独自
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▲沖縄産トケネズミ（土屋公幸氏撮影）

性の度合いは非常に高く，極めて珍しいネズミが

琉球列島に今も生息していると考えてよいと思い

ます。

さて，トゲネズミの特徴はそのトゲです。この

トゲは指の腹で触ると痛みを感じさせるほどとが

っています。その堅さはクリのイガや，ウニのト

ゲと似ています。近縁なアカネズミ類，ハツカネ

ズミ類，クマネズミ類はどれも1､ゲネズミのよう

なトゲは持ちません。ネズミ亜科の仲間には「ト

ゲネズミ」という名を冠するものが多いのですが，

日本のトゲネズミほどの堅さの毛（トゲ）を持つ

ネズミは私が知る限りではありません。なぜトケ

ネズミはこのようなトゲを持つに至ったのでしょ

うか。ハブの存在のためと憶測されていますが，

琉球列島の自然の中で何らかの選択が働き，進化

の過程の中で生まれてきたのではないでしょうか。

奇数の染色体を持つ数奇なネズミ

トゲネズミは極めて異例ともいえる核型のパタ

ーンを持つことで知られています。すなわち，核

型は分布する三つの島ごとに異なり，沖繩では



▲奄美大島産トゲネズミの核型

白く光っている染色体はX染色体。雄も雌もX染色体
は1本しか持だず,Y染色体はない｡最近の研究で,Y染色
体の－部はX染色体の末端部に転座していることが明ら
かとなったわ。

2n=44,徳之島では雌雄とも211=45,奄美大島

では雌雄とも2n=25です。このような特徴を持
臆

った哺乳類はほんの少数です。本種はゲノム解析

が進んでいるラットやマウスに近いので，性決定

のメカニズムの解明にも貢献するものと専門家か

らは期待されています。しかしながら，多くの謎

は放置されています｡なぜY染色体は消失したの

でしょうか。雌雄の配偶子が受精後，2本のX染

色体を持つことも可能ですが，なぜ実際は1本の

x染色体しか持たないのでしょうか。sryを持た

ないのに雌雄が決定されるのはどのような発生の

制御がなされているのでしょうか。Y染色体には

発生時に精巣形成に関与する遺伝子が存在します

が，トゲネズミではこれらの重要な遺伝子はどこ

にいってしまったのでしょうか……などなど，謎

は多くあります。最近の研究で唯一明らかになっ

たことは，トゲネズミの「消失したY染色体」は

部分的にX染色体上に転座し,残存していること

です〃。この研究力端緒となり，トゲネズミにかか

わる研究が進展することを願っているところです。

トゲネズミは1種？それとも3種？

これまでトゲネズミにおいては，奄美大鳥産と

徳之島産の個体についてミトコンドリアDNAの

変異の度合いが解析されています。その結果，島

間の遺伝的変異のレベルはかなり大きく，ケナガ

ネズミ(D"んｵ"γなノggzz"α）とクマネズミ

(Ra""S7W""s)の差異にも匹敵することが明ら

かとなっています勢。このことは可能性として，

ケナガネズミが沖縄地域に渡来した時期とトゲネ

ズミの2島の系統が分化した時期とがほぼ同じで

あることを示唆しています。何らかの地質学的変

動がこの二つの事象を誘起したものと推測されま

す｡核の1･DNAのRFLPの解析においても，同様

に二つの島集団間で大きな変異が認められていま

す。これらの変異が蓄積するためには，二つの島

集団間で遺伝的|踊離が十分に長いことを物語って

います。同様の地域に分布するケナガネズミにお

いては地域分化が起きてはいませんので，地質学

的な変動で最近これらの島々は陸橋で結ばれたこ

とが示唆されています。しかし，トゲネズミにお

いてはそのような状況にあっても遺伝的交流がな

かったと思われますので，実質的に彼らの間では

今後とも遺伝的交流は起こらないものと考えてい

ます。このことは今後，各島の集団がそれぞれ別

種として考慮される可能性も十分あることを示唆

しており，最近の分類学的研究からも支持されて

います"o

沖縄のトゲネズミは絶滅したか？

以上見てきたように，トゲネズミは大変興味深

いネズミであるにもかかわらず，その系統の存続

は極めて危険な状態となっています。近年，移入

されたマングース，クマネズミ，ネコ，イヌなど

の動物により，捕食あるいは生息域を追われてお
きぐ

り，特に沖縄の集団はその個体数の減少が危倶さ

れています。沖繩島において，環境庁自然保護局

をはじめとして保全に関するさまざまな努力がな
ふん

されていますが，その生息はネコの糞にのみ確認

されているとのことです。絶滅を何とか防ぎ，世

界に1､ゲネズミの価値を今後とも知らしめていく

ことが大変重要であると考えています。

〈引用文献〉

1)Arakawa,Y,Nishida-Umehara,C..Matsuda,Y,

Sutou,S.andSuzuki,HCytogenet.GenomeRes.

99:303-309,2002.

2)Suzuki.1,1.,Iwasa,M､A.,Ishii,N.,Nagaoka,H.,

andTsuchiya,K.MammalStudy24:43-50,1999.

3)Suzuki,H､,TSuchiya,K.,andTakezaki,N.Mol

Phylogenet.Evo1.15:15-24,2000.

4)Kaneko.YMammalStudy26:17-33,2001.
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北米における森林認証の現状

勝久彦次郎
日本木材総合情報センターシアトル事務所長

日本で森林認証といえばFSC

が先行しているが，これに6月に

発足したSGEC(緑の循環認証会

議）力ざどこまで森林所有者を取り

込むことができるか興味深い。北

米ではFSCに加えて，米国の

SFI,カナダのCSAが認証面猿を

徐々に増やしている。また，カナ

ダ企業にはISO14001を取得し

ているところが多いが,CSAの準

備段階的な意味合いが強い。前記

3認証制度は今後どのように発展

していくのか，特に，木材輸出で

日本に関係の深いBC州,ワシン

|､ン州およびオレゴン州について

考察してみたい。

1．現状

まず，認証森林面積がどの程度

あるのかを見ると(ISOは除

く),SFI面積が約8,000万haと

圧倒的に多い(表参照)。これは山

林保有型大企業125社で構成され

るAF&PA(全米林産物協会）が

会員にSFI遵守を義務づけてい

ること，米国市場に大きく依存す

るカナダ大手企業がライセンス契

約に基づきSFI認証を取得して
みそ

いるためである。SFIは手前味噌

との批判をかわすため，近年は第

三者機関の審査を受ける企業が増

えており，米国では約1,600万

ha,カナダでは約2,500万haが

これに該当する。SFI面積はこれ

までのような増加は見込めないが，

知名度の高揚が課題であろう。

CSAはカナダ独自の制度であ

るので，米国企業で取得するとこ

ろはない｡CSAはISO14001をベ

ースにするものであるので，カナ

ダ企業はまず比較的取得しやすい

ISOから入るところが多い。ISO

は企業内部のみで完結できるが，

CSAは地域の利害関係者の賛同

を得なければならないのがハード

ルである。現在,CSA予備軍とし

てのISO取得森林面積は約1億

2,000万haあるので,CSA認証

面積は今後順調に伸びてくると考

えられる。

FSCの米国での認証森林は97

件,約360万haであるが,2003年

に入ってからは頭打ち状況が続い

ている。認証森林はアパラチア山

系とカリフォルニア州の割合が多

く，また，面積の約1/2は公有林

(最大はペンシルバニア州有林の

80万ha)や大学有林等17件で占

められている。カナダでのFSC

⑯－林業技術No.7402003.11

▼表認証森林面積

(2003年9月現在，単位：10()万ha)

米国 カナダ 計

FSC

SFl

CSA

36

54.7

3.1

25.5

17.9

6.7

802

17.9

計

資料
注

58.3 46.5 104.8

FSC-US,AF&PA,FPAC

カナダではSFI,CSAの両方とも取

得している企業があるので合計はダ
ブルカウントしている。

認証森林は，今年になってテンベ

ック社がカナダ東部で伐採権を持

ち管理する州有林200万haの参

入があったため，一挙に増加して

いる。

2．環境団体の動き

森林に関心を有する環境団体の

多くはもちろんFSCを支持して

いる。穏健派から過激派までさま
せん願う

ざまであるが，急先鋒はカリフォ

ルニア州に本部を置くRAN

(RainforestActionNetwork)
ねら

で，これまで特定の企業を狙い撃

ちする戦略を立て大きな戦果を収

めてきた。彼らは世界の危機的状

況にある森林(endangeredfor-

ests)からの木材製品を取り扱っ

ている企業，オールドグロス森林

の伐採に直接間接的に加担してい

る企業を名指しで非難し，マスコ

ミ広告や店頭ピケを張るなどの行

動を取ってきた。彼らの非難には

やや的外れのきらいもあるが，メ

ディアに取り上げられて社会的な

イメージの悪化を恐れる企業は，

最初は抵抗するが，じきに彼らの
しつよう かぶと

執勤さには兜を脱ぎ，和平工作に

乗り出すこととなる。つい最近で

は,RANがこの2,3年攻撃して

きたボイシー社(本社アイダホ州）

が「環境政策」を発表し,2004年



す

内にオールドグロス森林の伐採を

取りやめること，危機的状況にあ

る森林からの木材を購入しないこ

と，認証製品を優先的に取り扱う

ことなどを約束している。RAN
てのひら

は掌を返すように，今度は林産企

業の模範と褒めたたえ，国内数多

くの大学で実施していたボイシー

社木材および紙製品の不買運動を

直ちに撤回した。RANは休む暇

もなく新標的をジョージアパシフ

ィック社に定め，攻撃を開始して

いる。これまでホームデポ，ロウ

ズなどの大手DIY企業数社，セ

ンテックスやカウフマンなどの大

手ホームビルダー，その他スター

バックス，ナイキ，米国三菱自動

車および三菱電機，オフィスデポ

などの企業が同様の企業方針を発

表している。ただし，これら企業

は認証製品といってもFSCのみ

に限定しているわけではなく，環

境団体はこの点は厳しく追及して

いない｡FSC製品の流通量がまだ

極めて少ないため，企業に現時点

でこれを要求することは無理であ

ることを理解しているためである。

3．地域スタンダード

FSC制度の下では各国の実情

を反映した地域スタンダードを作

成することになっている。これま

では地域スタンダードが未作成で

あっても，スマートウッドやSCS

などの審査機関がFSC原則に基

づき審査基準を作成し，認証付与

を行ってきた。しかし，ひとたび

地域スタンダードｶﾐ作成されれば，

既往の認証森林は1年以内に新ス

タンダードに照らし再審査を受け

ることを求められている。米国本

土では10地域の

うち8地域スタン

ダードが国際FSC

理事会の承認を受

けており，カナダ

では8地域のうち

2地域スタンダー

ドが条件付きで承

認されている。

弓
】
■

▲ホームデポで販売されているFSC認証合板

(ローズバーグ社製品）

4．今後の方向

FSC認証は地域スタンダード

の確立によってさらに伸長するの

であろうか。7月に承認された米

国太平洋岸のスタンダードを見る

と，一般森林所有者にとってはの

み難い点が幾つか目につく。とり

わけ,原則#10プランテーション

に関する部分で，所有面積

100～1,000エーカー(40～400

ha)の団地については通常の人工

林施業を行えるのは70％までで，

残り30%のうち18%は長伐期

(カスケード山脈西側で80年以上，

東側では120年以_'二)施業，12％

はオールドグロス森林に誘導する

ことが求められている。面積が大

きくなるにつれてこの人工林施業

制限が厳しくなり，1万エーカー

までは60％になり，1万エーカー

を超えると50％となっている。こ

れまでのFSC認証取得森林はカ

リフォルニアからオレゴン州南部

にかけての択伐施業が可能な地帯

でのものが主体であり，新制限を

クリアできるであろう。しかし，

趣味的に森林を保有している場合

は別として，皆伐一斉造林方式の

ダグラスファー地帯で企業的な経

営を志向する所有者にとっては敷

居が高すぎる。ワシントンおよび

オレゴンの州有林はFSC認証の

可能性を否定していなかったが，

今回の基準内容を見て断念するこ

とであろう。

この夏，暫定的に承認された

B.C州スタンダードも企業経営

者にとっては厳しいものとなって

いる。なかでも，最低限12％の面

積を保護区とすること，新たに

15～50mの渓流沿い禁伐保護帯

を設けることがきつい。バンクー

バー島でいち早くFSC認証を取

得したホップウッド氏(132ha)は

この規定をクリアすると施業可能

な面積が激減してしまうと合点が

いかない。大面積の州有林伐採権

を保有する大企業は,FSC認証を

取得するか否かの検討を地域スタ

ンダードができるまで棚上げにし

てきたが，これを見て即座に却下

したようだ。

SFIもCSAも一般消費者，コ

ントラクター，ホームビルダーに

はなじみが薄いが，森林認証制度

としては一応の基盤を築き上げた。

今後，当分の間はFSC対その他

の勢力争いが続くが，上記のよう

な厳しい地域スタンダードの下で

はFSCが続伸することは難しい

であろう。
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朝食の準備に起きていくと，なん

とすでに例の二人が入り口の所で

待っており，今日も雇ってくれと

いう。早暁の薄暗がりの中を長時

間歩いてきたその熱意に驚くとと

もに，働きたくても働き口がない

彼らの窮状が痛いほど理解できた。

さすがに土壌調査は初めてだっ

5勵必ｾﾐﾅｰ ⑬八木久義の

忘れられない笑顔

しこう

たらし〈，最初の日の試孔は墓穴

のようであった。こちらがいろい

ろと注文すると，熱帯の締まった

硬い赤色土にもめげず，汗だくに

なりながらも調査しやすいように

試孔を改良してくれ，その腕は回

を重ねるごとに上達した。そして，

試孔掘りが終わっても，調査中は

こちらの動きを見るともなく観察

しており，手伝いが必要になると

直ちに対応してくれた。プレパラ
かく

一卜作製用に未撹乱の土壌試料の
かた皇り

塊を削って形を整え容器に入れる

作業の際には，時に手元が狂って

10年ほど前，アフリカのある国

の田舎へ車で調査に行ったときで

ある。宿泊予定のゲストハウスが

見つからなくて探しあぐねていた

ところ，たまたま道端に所在なさ

そうに座っている二人の若者が目

にとまった。車を止めて道を尋ね

ると，ゲストハウスの所在は知っ

ているようであったが，地図を見

たことがないらしく，直接案内し

てくれるという。二人とも着てい

る服はポロボロであったが誠実そ

うであり，座席に余裕があったの

と，それ以上余計な時間を費やし

たくなかったので，お願いするこ

とにし，やっと目的地へたどり着

いた。

道すがら，われわれが乾性疎林

の調査に来たと知ると，作業員と

して雇ってくれという。穴掘りな

らば日当は400円ほどでよいとい

うので，商談はすぐに成立した。

その日の夕暮れ，調査を終え彼
こと

らを送っていくと，彼らの家は殊
障か 舩か

の外遠かつた。そのため翌日は他

の人を頼むことにして，その日の

お礼をしてゲストハウスに戻った。

翌早朝，眠い目をこすりながら

ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｉ

I

ないやり方から先端機器を駆使す

るやり方まで幅広い。自分の指｜

本で森林量を推測するビッタリッ

ヒ法は前者の代表である。一方，

ガスクロマトグラフ，人工衛星，

GPS,EAG,ELISAなどという多少

耳慣れない用語が出てくるが，そ

の使い方までわからなくても，な

ぜこれが有効な手段であるかは十

分理解できる。それはレベルの高

い内容をわかりやすく書こうとい

う工夫のためである。

この本は，日本林学会発行の一

般向け会誌r森林科学』の連載記

事「森をはかる」をまとめたもの

である。本にするに当たっては，

本
の
紹
介

ｌ
‐
【
Ⅲ
閥
Ⅲ
Ｈ
、
Ⅲ
四
ｍ
ｍ
Ⅲ
Ｍ
Ｍ
Ｎ
Ⅲ
Ⅲ
一

日本林学会「森林科学」編集委員会編

’
森をはかる

発行所：古今書院
〒101-0062東京都千代田区神田駿河台2－10
"03(3291)2757FAXO3(3233)0303
2003年8月発行A5判,223頁
定価（本体3,500円十税)ISBN4-7722-1464-X

森林に限らず，自然研究者にと

って調査法はすべての基礎である。

調査法の良しあしによって研究の

良しあしが決まるといってもよい。

新しい革新的な方法が生まれると

研究が飛躍的に進んだ例は多い。

だから研究者は調査法について知

恵の限りを尽くしてきた。方法論

が確立すれば，研究はその半ばを

終わったも同然であるというのが

学問に携わる人間にとっては常識

である。

自然の中でも森林は，空間的に

も時間的にも複雑な生態系である

ため,森林現象の調査法,特にその

核心である測定法は格別な工夫が

必要となる。本書の対象は森林に

関係あるいろいろな物や現象，つ

まり樹木とその集まりである森，

森の根と土，森のいろいろな動物，

渓流の水と魚，さらに森のにおい

や心地よさの測り方にまで及び，

49の題材が扱われている。

測定の手段も道具らしい道具も

e

森蔭働滝～，

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ｰ

0叫紳？富Ia秘､矛】哩五釧唯凹

酎車

回
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成型がおぼつかなそうになると，

まだ頼んでもいないのに次の成型

用の塊の採取を始め，手元の試料

がさらに崩れて成型不能な状態に

陥るころには，すでに次の成型用

の塊を準備して待っているのには

思わず苦笑させられた。

そのような調子で1週間の調査

はあっという間に終わったが，そ

のようにまじめに働く意欲のある

若者が，また，仕事の当てもなく

｜日中ブラブラしている状態に戻

らざるを得ないのかと思うと，や

り切れない気持ちで帰途に就いた。

そのときの試料から作製したプ

レパラートを見るたびに，未撹乱

試料の成型に失敗した途端に，即

座に次の成型用の試料を差し出し

てくれた彼らの少し得意そうな笑

顔が懐かしく思い出される。

八木久義（やぎひさよし）／

三重大学生物資源学部教授

改革なくして成辱？しは,今や知らぬ者がいない
言葉です。まず，無駄な規制や制約，そして過保護

な体質をできるだけなくし，思い切った投資をして

合理的な新体制を作る。そして，裁量権を増やす代

わりに自己責任を厳しくして自由な活動に任せれば，

必ずや物事は活性化し，成功するということだと思

います。

もし，これを今の森林，林業，木材産業に当ては

めるとどのようなことになるでしょう？構造改革

とは，美しい森を維持しながら，国産材を外材相手

に，価格と品質の両面の競争で勝てるようにする，

ということでしょうか。外材は違法伐採のものまで

入ってくるぐらいですから，規制や過保護な体質は

すでになく，改革のスタートラインに立っているこ

とは確かでしょう。しかし，思い切った投資や合理

的な体制作りは進んでいません。

なぜかって？当たり前ですよ！そんな金がい

ったいどこにあるというんですか？国産材が不利

な理由は，主には為替の問題がいちばんなのですが，

自助努力で簡単に解決できるような問題ではないで

しょう。言い訳ではなく，30年以上も育ててきた樹

や森を，金もないのにすぐにどうにかしろと言われ

たってどうにもならないじゃないですか。森林は公

共施設以上の国民の財産なのに，なんか皆，ただで

できると思っていませんかね？公共投資が，なぜ

高速・観光道路と橋ばっかりなのか教えてください

よ・本当の林道を作ればいいじゃないですか。国産

材が悪いみたいに言う人がいますけど，価格が有利

になれば必ずや言うことは変わります。別に，国産

材の品質が悪いわけではないですから。

じゃあ，改革はどうすればいいかって？答えは

一つです。お国で投資して，合理的な体制作りを始

めてください。間伐を進めて，これから優良と認証

されるような森に変えていくためには金も人手も相

当必要になりますし，それによる経済効果も大きい

でしょう。30年後には，きっと素晴らしい投資効果

が出ると思います。

森の改革なくして樹木の成長はなし1森林も構

造改革こそが重要なんです。（かわ）

（この欄は編集委員が担当しています）

１
１

原著そのままでなく図表や写真を

修正･追加し読みやすく工夫して

いる。ここまで高い内容を一般読
たん

煮向けにした研究者たちの力は端
悦すべからざるものがある。調査

法が学問の基礎であるとする前提

に立てば，この本は「近代林学入

門」ともいうことができる。した

がって，研究者だけでなく森林に

関心ある多くの人々にとってお薦

めの一冊である。r森林科学｣の創

刊は1991年であるが,近年の記事
べっけん

内容を瞥見しただけで,この10年

余の日本の林学の成熟が読み取れ

て感慨深い。

この連載は,r森林科学』編集委

員会（大貫仁人委員長）の提案に

より1996年6月に始まり今日ま

で続いている。林学の対象範囲を

考えると材料はまだ出尽くしてい

ない。編集後記に触れられている

ように続編が期待される。

ザ
ロ

(大日本山林会会長／小林富士雄）

一 -－
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鹿呈蒜童菫子ﾄを
一有害鳥獣捕獲から野生動物保護管理へ

LURL]http://web.pref.hyogo.jp/yasei/mdex.htm

兵庫県支部

兵庫県は，南は瀬戸内海，北は害して許容範囲を超える被害をも

日本海に面し，変化に富む自然環たらしたり，精神被害など住民と

境に恵まれ,獣類ではイノシシ，の薊撰を生じています｡捕獲個体
ニホンジカ，二ホンザル，ツキノ数が北海道に続いて全国第2位の

ワグマなど約40種，鳥類では約ニホンジカによる農林業被害や，
330種が生息しています。このよ人間社会に慣れすぎ野性を失った

うな野生動物は，しばしば人里や六甲山のイノシシによる人身被害

耕地に出没し，林木や農産物を食などが特徴的な問題です。それら

の原因は，全

▼表新設された森林動物共生室の構成国的にも共通

していますが，野生動物の個体数

の増加,農作物への嗜群性,誤っ
た餌付けや森林をはじめとした生

息環境の悪化などと併せて，地球

温暖化による暖冬に起因する自然

死の減少，狩猟人口の減少・高齢

化などが複雑に絡み合っています。

そこで，捕獲という一時的一面

的な対策ではなく抜本的に問題を

解決するため，従来の有害鳥獣捕

担当名 内容 備考

野牛動吻保殿管理担当

(元馬獣保溌係）

●鳥獣保護法に基づく野生動物の管遅

●狩猟に関する事務，指導 ’ |-’
合意形成に基づく計画策定

シカやクマなどの保護管理計画

計画に基づく施策の展開（管理官）

生息地管理個体数管理被害管理

継続

野生動物共生システ

ム整備担当

●合後の鳥獣保護行政のあり方の検討

●研究センター，管理官制度の整備

↑ ↓
新設

’
野生動物の調査研究(研究ｾﾝﾀｰ）

科学的データ蓄積分析・予測

施策実施結果の検柾・肝価

生息状況や被害状況のモニタリング
←

●現行施策にできるだけ科学性を取り

入れるため，調査研究の先行実施

新設

(研究者）

ワイルドライフ・

マネジメント研究担当
▲図ワイルドライフ・マネジメントの推進フロー

」

住宅着工戸数と木造数 木 率と工戸

1 製材用材の約7割は住宅建築用

に向けられていることから，その
需要は新設住宅着工戸数とその木

▼首都圏の月ごとの新設住宅着工戸数と木造率（前年比）

造率の動向に大きく影響される。

新設住宅着工戸数は，平成8年
の消費税率改訂前の駆け込み需要

のあった164万3千戸以降,120

万戸程度で推移しており，平成I4

年はI15万’千戸であった。

木造率は,平成4年の47．8％以

降低下傾向で推移し,14年には

43.8％になったが,'5年3月以降

45％を上回って推移しており，反
転の兆しが見られる。

全着工戸数の1/4を占める首都

圏でも同様の動きが見られる。平

成13年9月からの｜年間と|4年

9月からの｜年間の新設住宅着工
戸数と木造率を月別に比較してみ

'6.9ポｲﾝﾄ上昇’
戸
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識虚脚s"§､<蝿‘●紗､“'､，職・瀞や”識捗､"l“ず
ると，過去1年間の月別の木造率

は’0月，4月を除いた各月とも前’資料:111上交通省r住宅藩工統計」
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獲から野生動物保護管理へと施策

転換を図ることとしました。今年
度から，3年間環境局が所管して

いた鳥獣保護行政を農林水産局に

戻し，野生動物共生システム整備

担当，ワイルドライフ・マネジメ

ント研究担当を新たに加え，人と
自然と野生動物の豊かな共存を目
指すワイルドライフ・マネジメン

ト推進を目的とした「森林動物共

生室」（表参照)を新設し，自然環

境保護的な施策に加え，林務課や
豊かな森づくり室と密に連携を取

りながら，生息地としての森林整

備の推進，農林業被害対策などを
一体的に取り組んでいます。

基本理念としては，生息地管理，
個体数管理，被害管理を総合的，

科学的かつ計画的に，そして県民
の合意形成を図りながら進めてい

きます。具体的には，地域の実情

に応じた施策の企画立案や事業実

施に当たって，必要な科学的知見

と正確な情報を提供するr森林・

野生動物保護管理研究センター

(仮称)」の設立とともに，地域に
おける現場活動の技術的対応や，
関係者をコーディネートしながら

野生動物の適正な保護管理を推進

する「森林・野生動物管理官（仮
称）制度」の創設を目指していま
す（図参照)。

《問合せ先〉兵庫県農林水産部農林水
産局森林動物共生室浅田卓（文
責)／〒650-8567兵庫県神戸市中央
区下山手通5-10-1,a078-341-

7711,[E-mail]Takashi_Asada@pref.
hyogo.jp

する「森林・野生動物管理官（仮
称）制度」の創設を目指していま
す（図参照)。

《問合せ先〉兵庫県農林水産部農林水
産局森林動物共生室浅田卓（文
責)／〒650-8567兵庫県神戸市中央
区下山手通5-10-1,a078-341-

7711,[E-mail]Takashi_Asada@pref.
hyogo.jp

年同期に比べ上昇しており，8月
は最も高い伸び(6.9ポイント）と
なった。

これは，新設住宅着工戸数は前

年同期の水準を前後しながら推移

している中で，木造住宅着工戸数

はいずれの月も前年同月を上回っ

ていることと，分譲マンションの

減少により月によって非木造住宅

着工戸数が前年同期を下回ってい

ることが複合的に作用していると

考えられる。新設住宅着工戸数に

占める分譲マンションの割合は約

2割であり，その約8割が首都圏

に建てられていることから，分譲
マンションの新設着工戸数の動向

が木造率に影響している。

林政拾遣抄
昔一ニーニー

みどりのゆび
平成15年8月22日，日生文化脚本・演出は劇団四季で多くの

振興財団主催のミュージカル「み創作ミュージカルを手がけ，今は

どりのゆび」を観劇した。この財フリーの梶賀千鶴子さん｡｢みどり

団の前会長・小林玉夫さんのお話のゆび」は長年温めてきた題材で，

では，拙著鰹)の中で取り上げた｢み「チト少年のおやゆびからつたわ

どりのゆび」を読まれ，日生劇場る美しいいのちの流れが，客席の

開場40周年にふさわしいとしてみなさまに届くことを願っており

選ばれたとか。まことに光栄の至ます」（演出者の言葉)との熱い思

りで，喜んでご招待を受けた。いを，私はしっかりと受け止める

「みどりのゆび｣は，フランスのことができた。

モーリス・ドリュオンが昭和森とかかわってきた人類の，歴

32(1957)年に出した詩的な童話史の底を常に流れてきた「いのち

で，花と緑の力で愛と平和をもたをいつくしむこころ｣｡私はその心

らそうとする思想をうたっている。を生かす緑（森林）の学を体系づ

このミュージカルもそのドリュオけることが，林政学の課題だと確

ンの思想が見事に表現されていて，信している｡｢林政学は森林文化学

感動した。である」と結論している私の林政
，品ん

主人公・チトに扮したのは中村学観は，「みどりのゆび｣が主張す

児太郎。祖父は七代目中村芝翫，る世界観に共感する。この作品を

父は九代目中村福助の歌舞伎育ち上記の拙著の末尾で取り上げ，同

で，このミュージカルが現代劇初著の総まとめとして位置づけたの

出演という。次代の歌舞伎界を担も，その故であった。なおこの点

う少年の中に，みどりを愛する心は，最終回となる次回に再度取り

が育ち，大きく成長することを，上げる。

ひそかに願ったことだった。（筒井辿夫）

注）筒井迪夫『童話と樹木の世界一林学との接点を求めて－」（朝日選書，

319,昭和61年）

‘了｡窯‘・

一一

一 ｰ＝一、
~

▲フィナーレ場面（写真提供：日生文化振興財団） ’
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平成14年度年報

平成15年7月福岡県森林林業技術センター

口林産物の需要構造及び流通システムに関する研究

一福岡県における乾燥材需給に関する研究－

福島敏彦・片桐幸彦・占部達也・村上英人

口有用林木遺伝資源植物のバイテクによる保存と増

殖技術の開発

一石割岳ヤマザクラ群生林個体の組織培養一

森康浩

一「挿し木」による新たな抵抗性クロマツ種苗生

産の可能性一

一マツノザイセンチュウ接種検定合格木からの挿

し木クローン苗は本当に強いのか？－

森康浩・宮原文彦

DDNA分析による八女スギ在来品種の品質管理シ

ステムの開発

宮原文彦・森康浩・小河誠司

ロ林木の遺伝育種に関する研究

一有用広葉樹ケヤキの育種一

森康浩・宮原文彦

一抵抗性クロマツ採種園産実生後代の家系別抵抗

性一

一マツノザイセンチュウ抵抗性の有効期間に関す

る調査一

宮原文彦・森康浩・小河誠司

口野生樹木を用いた緑化木の開発

猪上信義

ロヤマザクラ林の裳退嬰因の解明と再生技術の開発

猪_'二信義・野田亮

口森林植生に関する研究

一有用広葉樹の育林技術一

猪上信義・野田亮

口造林木の育林技術に関する研究

佐々木重行

ロ樹木の生理特性に関する研究

佐々木重行

ロ治山事業に伴う環境影響に関する研究

佐々木重行・野田亮

口森林の公益機能に関する評価

高木潤治

口森林情報分類手法の研究

高木潤治

口高精細衛星画像による森林情報の特性把握に関す

る研究

野田亮・猪上信義

口海岸防風林の施業技術に関する研究

野田亮・猪上信義

口針葉樹幹腐朽被害の発生要因の解明と効率的な被

害木除去手法の開発に関する調査

小河誠司・森康浩

口樹木の被害に関する研究

一緑化樹木の被害および松くい虫に関する試験－

小河誠司

口施業によるキバチ被害防止試験

大長光純・池田浩一

口昆虫を指標とした里山広葉樹林の評剛手法及び管

理手法に関する調査

大長光純

口野生獣類による被害防除のための適正な個体群管

理と生息環境整備技術に関する基礎調査

一個体群サイズの把握および個体群の構造解析

一被害防除法の開発と効果測定－

池田浩一・大長光純

口野生鳥鰍による農林業被害軽減のための農林生態

系管理技術の開発

一西南日本におけるシカ個体数推定法の確立一

池田浴一

口野生鳥獣に関する研究

一シカモニタリング調査－

池田浩一

ロニュータイプきのこ資源の利用と生産技術の開発

一ヌメリスギタケ近縁種野生株の子実体特性比

較－

金子周平

口食用きのこ類の育種と安定・低コスト生産技術の

開発

一ジャガイモ皮を利用したプナシメジ栽培試験－

金子周平

一ヌメリスギタケ原木栽培一

川端良夫・金子周平

口食用きのこに関する研究

一しいたけ原木伏せ込み地の害菌害虫調査一

川端良夫・金子周平

く続く＞

福岡県森林林業技術センター〒839-0827久留米市山本町豊田438-2TEL.0942-45-7868FAXO942-45-790]

★ここに紹介する黄料は市販されていないものです。必要な方は発行所へお問い合わせくださるようお願いいたします。
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11月
区分 行凄名 主催団体／会場／行事内容等期間

京都 京都北山丸太で建てるブォ
リーデザインコンペ

作品募集中
～2.13

作品展期間
215～20

11.]､1～13

京都北山丸太迎合会(京都市北区'l薊川西III33-1aO75-406-2003)/ひ

と・まち交流館京部（京都府1ざ京区西木瞳町通上ノLI上ル梅淡町83-1)
職丸太の新用途を|卿発する｢'約で,全唾Iでデザインを学ぶ学生を対象に
デザインコンペを実施。

棚R本漆工協会(東京郁中央区八J~"13-18-7a03-3555-1103)IJI治記
念館鵬示窒(千歳の間）（東点郁港区元赤坂2-2-23aO3-3403-1171)
r漆の美の今LIの姿」を社会に広めることを目的とした製作発表展示
会。

全I:1本竹雄業迎合会(京都市中京区西ノ京樋ノロ通123番地京郁府森林
組合逆合会内公075-822-2250)／熊本テルサ(熊本市水前寺公閲28-51）
／全国の行政，竹林経営樹，竹加工業者，研究者が一堂に会し傭報交換・
技術交流を行う。

棚全日本木材ili場辿蝋(東京都文京区後楽1-7-12林友ビル内容03-
3818-2906）／㈱東海木材棚迩市場大仏1市場（愛知県丹羽郡大口町河北2－
2)／全国から天然林，人工林の優良木材を集荷し，出,Wi材の展示即売を

行う。

農林水産背大臓宵煽総務裸("03-3502-8111)/束京国際展示場(東京ビ
ッグサイト）全国各地の郷土特産農林水獲物の展示・販売，日曜大工教
室等。

みちのくこけし協会(il.I形市旅篭町2-3-25111形市商工観光部観光物産
諜内aO23-641-1212)/大沼デパー!､61階伽蛎場(111形市七日町1-2
－30）みちのくの風土に生まれ育った「伝統こけし」・「木地玩具」の展
示，優秀な作品の表彰。

"F1本環境教育フォーラム（東京都新宿区新橘5-10-15ツインズ新宿ピ
ル4Fa03-3350-6770)/山梨県立八ケ岳自然ふれあいセンター0鮒
キープ協会澗泉寮･キープ自然学校／鮒淡，ワークショップ＆体験プログ
ラム，スライドプレゼンテーションなどを行い，日本各地で行われている
猟境教育活鋤の椚報交換や交流を図る･

山形蝋(II1形IIj'松波2-8-1山形県庁丑023-630-3095)/ピックウイ
ング(I11形市)/「森のある磯かさ・森のある幸せ」をテーマとしたシン
ポジウム，パネルディスカッション。

全国銘木連合会(東京都江東区新木場2－1－6公03-3521-0217)／愛知
県銘木協同組合(名古屋市港区東綴田2040)/全国各地から銘木素材およ
びその加工品を災荷して展示,各部門ごとに優秀な出品材について表彰状
を授与。

篇士111惣章制定5肘年記念フォーラム実行委貝会(事務局：瀞岡県環境政

策室窓054-221-3776)／禰士宮市文化会館(樹土宮市営町14-2)/1
日目：第5同全図ll1厩I､イレシンポジウム,2R目：樹士山懲章シンポジ
ウム｡密士山の環境保全について，これまでの取り組みの成果と今後の課
題を明らかにする。

紬国際家具産業振興会(東京都新宿区神楽坂2-16-1軽子坂田中ビル3
Fa03-5261-9401)/東京国|隙展示場(東京ピッグサイト)/国内外の
優秀な家具および関連製品を展示紹介する。

東京 第1111il:漆の美展

熊本 第44回全国竹の大会･熊本
県大会

11.13～15

愛知 平成15年度全国優良木材
腫示会

11.14

東京 平成15年度（第42M）農

林水産祭実りのフェステ
ィノ〈ル

第23回みちのくこけしま
つり

11.14～16

山形 11.14～16

山梨 樹日本環境教育フォーラム
清里ミーティング2003

11.14～17

山形 国民参加の森林づくりシン
ポジウム

11．15

愛知 第471可全国銘木展示大会 11.17ヘグ21

静岡 富士山懲章制定5周年記念
フォーラム

11.19～20
’
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東 京 2003束京国際家具見本市 11.26～29

1 11

12月
行事名 主催団体／会場／行郵内容等区分 期間

愛知ﾘi4（名古尉Iril'区二の丸3-1-2a052-961-2111内線3769)/愛
知県柚木センター（稲沢Tli堀之内IIII花ノ木129)/愛知県|ﾉIの緑化樹木生
産者からIIW!された緑化樹木を癖査し．災彰する。

愛知 第31回愛知県緑化樹木共
進会

12．15～19

i■
〒一－ーー
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カラマツが動いた／長野県朝日村から東

●小巻仲一郎さん（一ツ橋大学学生）は「まちづくり」

の受講生｡「あるとき，「むつさ21」(国立市富士見台商

店街の愛称）の空き3店舗を使用する課題が出たんで

す。活性化の議論はもちろんやりましたが，古藤田先

生がカラマツの間伐材を使ってみては，と提案された
か人ぱつ

んです。からまつって何？旱越地帯の材？そんなもの

が使えるの？って最初は思いましたよ｣。

●上條靖尚さん（朝日村役場産業振興課）は古藤田先

生から間伐材の相談を受けます。内装などの設計は富

士見台商店街の店主でもある藤田さんが行い,原木20

nl3という数量を提示していました。「初めは市販の流

通材の使用をお勧めしました。ところが学生さん方に

伐採から体験させたいと熱く語られるので，県や林業

総合センターさんとも相談して，協力させていただく

ことになりました。村でも｢里山活性化プロジェクト」

を立ち上げ，木材や炭の利用研究はもちろん，村内各

所の体験施設利用の促進など，地元産材の利用を検討

しているところでもありましたから｣。

●東京都国立市の商業振興会の研究会（市の商業振興

課，市の商工会，地元一ツ橋大学の研究者，地元商店

街の皆さんなどがメンバー）が4年ほど前に発足。

●古藤田香代子さん（環境・地域づくり・消費生活ア

ドバイザー）は3年ほど前から研究会に参画。一ツ橋

大学の教養教育科目として2年前に正式科口となった

｢まちづくり｣の一コマを担当。長野県山形村の別荘で

大学の夏休み期間を過ごしていたとき，干し柿などに

利用されなくなった大量のシブガキの，ドレッシング
1浬んそう

利用を着想。利用開発に奔走する間，県や朝日村，県

の林業総合センターなどの方々と交流を持つ。カラマ

ツの現状を知って，またまたひらめいた。カラマツ材

を内装などに使って，両地域の交流と活性化に結び付

けられないか。「まちづくり｣授業を受識している学生

さんたちの「体験・実践学習」を兼ねて…と。
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▲上條靖尚さんと今回間伐されたカラマツ林分付近 ▲喫茶店内(朝日村のカラマツ）

□EFAFF2003(第4回農林水産環境展)一人と自然と

の共生を目指して一開催のお知らせ…日時：11月25

日（火）～28日（金）午前10時～午後5時(最終日の

み午後4時まで）／場所：日本コンベンションセン

ター（幕張メッセ）国際展示場展示ホール7（千葉

市美浜区中瀬2－1，壷043-296-0001）／入場料：一般

1,000円，学生(高校･大学)500円，団体(10名以上）

800円／展示フェア分野の一つに｢間伐材フェア」（木

材炭化装置，チップの有効利用，間伐材の有効利用製

品ほか)あり。また，特月||企画コーナーでは，「間伐．

⑭－林業技術No.7402003.11
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京都国立市へ(2om3の材に思いを載せて）

●時すでに冬。小巻さんたち学生の皆さんと，協力を
さくれつ

惜しまなかった皆さんのマンパワーがここから炸裂。

三区生産森林組合さんの山で，除雪すれば搬出可能な，

比較的里に近い林道沿いのカラマツ間伐予定林分が選

ばれ，学生さんたちの指導とともに，点状間伐方式で

収益も見込みながらの選木・間伐作業は筑南森林組合

さんが実行した。土場で国立市さんの分を小分けし，

村内唯一の製材所である㈲マルニ朝日木材さんに搬入。
ひ

ふだんは外材を挽いているが，土日を中心にここで仮

挽きさせてもらった。その後,4tトラック1台で林業

総合センターに材を移し，3日間1工程で3～4回に

渡り，研修センターに泊り込みながら乾燥・製材・仕

上げを行った。この間も，県の地方事務所の方，朝日

村からは上條さんをはじめ，夕食の賄いなど村民の大

きな協力があり，今年の4月上旬，学生さん方や実に

多くの人々の思いも載せて，材は「むつさ21」へと送

り出された。

●本誌7月号でご登場いただいた吉田孝久さん（長野

県林業総合センター木材部）も，厳しく楽しく汗を流

された一人だ。訪ねると，学生さん方が作業を手伝っ

た作業場はもちろん，研修センターの食堂，風呂場，

宿泊部屋なども案内してくださった｡｢いい施設でしょ

う。ここに泊まりながらの研修は最高だったと思う

よ｣。実にきさくで飾らない人柄だ｡学生さん方の頼り

になる兄貴であり先生であったに違いない。非常にお

若く見えるが実は50ちょっと手前なのだそうだ。「ホ
すき忠 ぼんざね

ン卜なら板と板の間に隙間ができないように本実や相

じゃくり処理をするんだけど，今回は突き付けで出し

てね。だから乾燥の含水率目標にはすごく気を遣った

よ（8～10％)。それから，面取りは手作業でやっても

らったんだ。大変だったと思うけど，みんな頑張った

よ｣。今も毎月，国立市の施工した部屋から，温湿計測

もしてもらって試験片を回収，追跡調査を怠らない。

●学生さん方の体験学習はさらに続く。詳細は省くが，

間伐材利用コンクール作品展示｣,｢NPO･研究会など

交流コーナー」（活動団体のPR,情報交換など)あり。

／問合せ先：㈱環境新聞社事業部aO3-3359-5349,

Fax03-3359-7250,担当：小保方'URL=http://

www.emn.jp/efaff/

内装の施工も手伝ったのだ。今年7月5日，購れてオ

ープニングセレモニーの口を迎えた。11i"liは学生さ

ん方が運営する喫茶店に，1店舗は「むつさ21」の活

性化事務所に使われている。材も腰板のほか，ツイン

ビーム（柱材2本）はテーブルに，テ1､ラポール（4

本）は，空間を生かしたインテリアとしても活用され

ている。評判は上々のようだ。

●伐採から施工まで体験し，今も店舗の運営に，商店

街の活性化に実践学習を続けている学生さん方がそこ

にいる。今度は彼らが後輩や地元の大人も子どもも皆

さんを引率して材のふるさとを訪ね，両地域の発展・

交流をリードするインストラクターになっていってく

れたら，とそう思う。（普及部編集室／吉田功）
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▲カウンター席の様子（左端が小巻伸一郎さん）

溌むつさ21は,JR南武線谷保(やほ）

駅北側,徒歩数分の所にあります。

口青年海外協力隊平成15年度秋募集締切間近／

…平成15年11月16日（当日消印有効)／問合せ先：

JICAプラザ((独)国際協力機構青年海外協力隊事

務局)またはホームページで。公0120-32-5931または

03-5352-5555,URL=http://www.jica.go.jp

林業技術No.7402003.11-⑮



今でも光り輝く名著を特別価格で頒布いたします。

）（ 浩著｢走査電子顕微鏡図説 木材の構造佐伯 国産材から輸入材まで」

B5変型,228頁，上製（函入）

定価4,500円のところ,特別価格3,000円（税。送料込み)でご奉仕します〃
、）一一一一）一一一））一一一一一（一

●昭和57年刊行の本書は，材鑑資料として，また教材等にも広く利用され，今も高い評価をいただいています。

●国内の主要な針・広葉樹と竹材50樹種，および輸入材35樹種を網羅。

●各樹種別に撮られた3断面大型写真と各部の精綴な構造写真と解説。

●残部僅少。この機会にぜひ〃お求めは，ファクシミリまたは郵送によってください。

●〒102-0085東京都千代田区六番町7㈱日本林業技術協会普及部販売担当(FAXO3-3261-3044)

●お申し込みに際してお書きいただきたい項目…①日付,e特価注文「木材の構造｣，⑧冊数，④ご氏名

（ふりがな)，⑤公費・私費の別，⑥お届け先住所（〒番号から)，⑦電話・ファクシミリ番号。

●お支払いは，お送りする図書に同封の請求書」により振り込んでください。

’
＊9月号表紙写真･･･この写真は，餌付けの防止や人間の安全確保に関して最大限の配慮をし，研究目的で撮影さ
れたものです。編集室により補注すべきところでした。撮影者ならびに皆様には深くお詫び申し上げます。

協
今
云 のうごき ●『森林GIS入門一これからの森林管理のために』

第2刷出来〃（最新情報を追加してさらに充実／）
A4変型120ページ定ilii(本体2,400III+税）お求めは，本会普及

部図書販売係まで(aO3-3261-6969FaxO3-3261-3044)。

●『第51回森林・林業写真コンクール』作品募集中〃
（主催：日林協，後援：林野庁締切り：平成16年2月末日）
今回から，「一般写真の部」「デジタル写真の部｣の2部門の募集になり

ます。詳細案内は，本号の表3ページ（巻末）に掲戦，また日林協ホー
ムページでもご覧いただけます。

◎海外出張（派遣）

9/30～10/11，増井国際事業部

次長，ボツワナ，ザンビア林業事

情調査，同国。

10/4～12/6，西尾課長,10/4

～12/4，鈴木（淳）主任研究員，

ニカラグア国開発調査，同国。

10/20～29,鈴木航測部長,イン

ドネシア国森林火災跡地回復計画，

同国。

10/22～11/2,宮部課長，国家

DB多国事情調査,フランス，ドイ

ツほか。

◎研修

10/1～24,セネガル陸|マングロ

ーブ林調査C/P研修｢造林および

森林管理｣コース,M1･.Mouhamadoll

MBENGUEほか5名。

◎海外森林情報センター

10/16,於本会，「アジア東部地

域森林動態把握システム繋備事

業」平成15年度調査等委員会。

◎番町クラブ10月例会

10/27,於本会，日林協主任研究

員・小林紀之氏を講師として「地

球温暖化と森林ビジネス」と題す

る講演・質疑を行った。

◎人事異動（10月31日付）

退職技術指導役照井靖男

林業技術第740号平成15年11)11()H発行

編集発行人弘中義夫印刷所株式会社太平社

発行所社団法人日本林業技術協会。

〒102-0085束京都千代田区六番町7『l､EL()3(3261)5281(代）
振替00130-8-60448番FAXO3(3261)5393(fU

【URL]http:"wwwjafta.orjp

RINGYOGIJUTSU

JAPANFOREST

publishedby
TECHNOLOGYASSOCIATION

TOKYOJAPAN

〔普通会費3,500円・学生会費2,500円・終身会磯(個人)30,000円〕

⑯－林業技術No.7402003.11



業界をﾘｰドする林業土木コンサルタンツの (財)林業土木コンサルタンツが

独自に開発した測定器

どりょ<けい

すぐに役立つ技術図書
森林土木ハンドブック9,200円(税込送料別）B6判1239頁

森林土木技術の基礎から応用までを網羅した森林土木技術者必携のハンディ
な技術書

土力計
I’

道路円曲線表↑'600円(税込送料別）ポケット判473頁

曲線半径を小さく、曲線の数多い林道の設計・施工のために作られた道路円
曲線表 基

礎
地
盤
の
支
持
力
が

現
場
で
す
ば
や
く
判
明
す
る

○
余
分
な
床
堀
を
防
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き
、
工
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の
削
減
に
貢
献

○
地
盤
支
持
力
不
足
に
よ
る
擁
壁
倒
壊
を
防
止

2,100円(税込｡送料別）

A4判179頁治山工事標準仕様書
治山工事施行に必須の解説及び関係様式を収録

4,000円(税込･送料別）

治山ダム土留工断面表。D-ROM付A5判427頁
治山工事の合理的な設計・施工に必須な治山ダム・土留工の標準断面表

林野庁監修

自然をつくる緑化工ガイド5,000円(税込.送料別）
一緑の再生と創造-B5判224頁

豊富なカラー写真と専門家による分かりやすい解説の緑化工のガイドブック

林野庁監修

自然をつくる植物ガイド’’000円(税込･送料別）
一治山･林道･環境保全の木と草-A5判376頁

美しいカラー写真と分かりやすい解説・データによる植物のガイドブック

－従来の試験に比べると－

●試験ｺｽﾄが安価

●短時間で測定可能(約30分）

●装置の現場搬入･搬出が容易

●評価がすぐでき、

現場の対応が迅速

森林土木構造物標準設計
森林土木工事の合理的な設計・施工に必須の擁壁等構造物の標準設計シリーズ

4,500円(税込･送料別）
擁壁I

A5判254頁

（重力式コンクリート、もたれ式コンクリート、コンクリートブロック、2段式擁壁）

40,000円(税込･送料別）

B4判188頁
擁壁Ⅱ(B5判解説書付）
（鉄筋コンクリート擁壁）

価格

198,000円(税.送料込）

取扱ビデオ付

40,000円(税込･送料別）

B4判171頁排水施設I(B5判解説書付）
（コンクリート管、ボックスカルバート）

1,260円(税込･送料別）

A4判95頁

排水施設I
特許取得

コンクリート管技術資料 PAT.3083484
(平成14年林道技術基準対応版）

バインダー 擁壁Ⅱ｡排水施設I専用3,000円(税込･送料別）

戯廊卿請毒撫鯉驚ツ
お問合せ･お申し込み：技術研究所

TELO27-330-3232FAXO27-323-3335

〒370-0851群馬県高崎市上中居町42－1

E-mailg-infbCif℃・orjp

http://wwwjfec.orjp
■.｡-

地盤支持力簡易測定器



守勢も多苓も

安全､そして人と自然の調和を目指して。和を目自全 てそし

巾広い適用害獣
ノウサギ、カモシカ、そしてシカに忌避効果

が認められた初めての散布タイプです。 …
散布が簡単
これまでに無いゾル剤で､シカ､ノウサギの樹

幹部分の皮剥ぎ被番にも予防散布が行えます。 野生草食獣食害忌避剤
農林水産省登録17911号

長い効果
薬液は紫早く聡燥し､降雨による流亡がなく、

食害を長期にわたって防止します。
・
・ ■水和剤

安全'畔
有効成分のジラムは、綾菌剤として長年使用

されてきた低鞭性薬剤で普通物です。

製造蟻吟景慌奉社日本qﾘーﾆﾉｱﾆﾉドガ一読ン販売ロコS大同商事株式会社

本社／〒105-0013束京都港区浜松町1丁目10番8号（野田ビル）

東京本社壷03(5470)8491FAXO3(5470)8495/大阪金06(6231)2819/九州き092(761)1134/札幌合011(631)8820

カタログのご鯖求は、上記住所へどうぞ。

ﾄｳﾓﾛｺｼから生まれた繊維で作りました鼠｜"r〃肋0
TheLileSIVleComlanl

幼齢木の枝葉・樹皮食害に

ラクトロン②
幼齢木ネット

蕊壹で鋤・詔菅力蹴解

通気姪かあるので蒸れなし1

風雪に強しI

製造元向末熊'0凸7合繊株式会社

跡元東工ｺｰｾﾝ株式会社
＊まずはお試しください。試供品配布中
詳しくは下肥の東工コーセン㈱新素材グループへ

〒102-8362束京都千代田区四番町4-2

TELO3-3512－3932

FAXO3-3512-3952

e-mail:forest-kOtokokosen.co.jp http://www.tokokosen.co.jp〈写真>群馬県六合村:ﾄﾁﾉｷ

TC"EN

造林木を郵生動物の合害から守る



[締切り：平成16年2月末日］<主催〉㈱日本林業技術協会く後援〉林野庁

第51回森林・林業写真コンクール作品募集
◆今回から｢一般写真の部｣｢デジタル写真の部｣の2部門の募集に変わりました。

●募集部門（2部門）
●一般写真の部（光学カメラの撮影によるもの）
・デジタル写真の部（デジタルカメラの撮影によるもの。
光学カメラの撮影であっても，プリントアウトのみのパ

ソコン使用も含む）

●募集の開始；平成15年9月1日

●締切り：平成16年2月末日（当日消印のものを含む）
●送り先：壷102-0085東京都千代田区六番町7

社団法人日本林業技術協会普及部
r第51回森林・林業写真コンクール係』
1E1(03)3261-6968FAXO3-3265-6707

●作品の帰属およびネガ等の提出
入賞作品の著作権は主催者に属するものとし，

作品のネガまたはボジは入選通知と同時に提

出してください。またデジタル写真の部の入

賞作品はデータをCDに落としたものを提

出してください。

●募集テーマ（部門共通）
・林業活動(育苗，植栽枝打ち，間伐，伐採，搬送など）

●森林景観（天然林，人工林，渓流，複層林，巨樹など）
・森林生態（森林動植物の生態，森林被害など）
●森林の保全・緑化（治山・緑化など）
●木材の利用（間伐材の利用，木造の建物，木工芸・生活
用品など）

●山岳景観（大自然の姿）

●農山村・里山（生活・風習・風景など）
●森林ボランティア活動，森林環境教育など
●森林レクリエーション，森林イベントなど
④海外林業協力

●入選者の決定と発表等
審査は平成16年3月上旬に行い,結果は入選者にはそれぞ
れ通知し，入選者名の発表は日本林業技術協会の会誌『林業
技術』4月号（4月10日発行予定)，ならびに本会のホーム
ページ(http://www.jafta.or.jp)で行います。また，
作品の公開は随時r林業技術』誌上で行うとともにイベント
会場等で展示します。●募集規定

●作品：1枚写真（四つ切りまたはワイド四つ切りと

し，組写真は対象としない。なお，デジタル
写真の部についてはA4判にプリントアウト
したものに限ります｡）

＊いずれの部ともカラーの部，モノクロの部の
区別はありません。

．募集資格：作品は自作にかぎります。なお，応募者は職
業写真家でないこと。

●募集点数：制限しません。
●応募方法：別記応募票を写真の裏面に貼付して応募して

下さい。

・注意事項：①デジタル写真の部を除き応募写真は合成写
真でないこと。

⑧他の写真コンクールに応募した写真でない
こと。

⑧労働安全に関する法令に定める安全基準に
適合するものであること。例えば，伐採作
業等で保護帽を着用していない作品などは，
入選できませんからご注意下さい｡
④応募作品の返却はしませんからご注意下さ
い。

●一般写真の部

《特選》農林水産大臣賞1点
《1席》林野庁長官賞1点
《2席》日本林業技術協会理事長賞3点

《3席》日本林業技術協会理事長賞

5点（1点につき）
《佳作》15点

●デジタル写真の部
《1席》林野庁長官賞1点
《2席》日本林業技術協会理事長賞

5点(1点につき）
《佳作＞5点

'0万円

5万円

2万円

1万円

楯

5万円

1万円

楯

※部門にかかわらず，同一者が2点以上入選した場合は，席
位はつけるが賞金は高位の1点のみとします。

●審査員（順不同,敬称略）
三木慶介（写真家）八木下直（写真家）
全国林業改良普及協会編集長日本林業技術協会専務瓊事

<応募票〉
拡大して応募作品の蕊面に

貼付してください

第51回森林・林業写真コンクール応募票

部門名 撮影年月日

題名 カメラ・レンズ

氏名 撮影データ 綾り.ｼｬｯﾀー 等

〒□nrmn口□ デジタルカメラ

撮
影
者

住所

電話･剛

職業･年齢

内容説明

撮影場所



日林協は｢緑の循環｣認証会議(SGEC)
の審査機関として認定され，
審査業務を開始しました。

〃

ｐ
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聯 ℃
「緑の循環』認証会議

SustainabieGreenE"systemCouncil

今般，当協会は，わが国にふさわしい森林認証制度として創設されました「緑の循環」
認証会議(SGEC)の｢審査機関｣として認定を受け,SGEC森林認証システム,SGEC

分別・表示システムの審査業務を実施することとなりました。

審査機関には,SGECの定める運営規程に基づき,公正で中立かつ透明性の高い審査の

実施が求められています。このため,当協会は,下記に示す「認証業務体制」を整え，全国
各地のSGEC認証をご検討されている皆様のご要望にお応えしたいと考えております。

旧林協の認証業務体制】

学識経験者で構成する森林認証審査運営委員会による基本的事項の審議

森林認証審査判定委員会による個別の森林および分別・表示の認証の判定

有資格者の研修による審査員の養成と審査員の全国ネットワークの形成

森林認証審査室を設置し，地方事務所と連携をとりつつ全国展開を推進

●
●
●
０

１
２
３
４

|日林協ｼｽﾃﾑによる認廠’
・基準・指標からみた当該森林の長所・短所を把握し，認証取得のために事前に整備すべき

事項を明らかにします。

・希望により実施します。

申請から認証に至る手順は次のようになっています。

＜申請＞→＜契約＞→＜現地審査＞→＜報告書作成＞→＜森林認証審査判定委員会の判定＞

→<SGECへ報告＞→<SGEC認証＞→＜認証害授与＞

書類の確認，現場森林の管理状況の把握，利害関係者との面談により審査を行います。

現地審査終了後，概ね40日以内に判定するよう努めます。

5年間です。更新審査を受けることにより認証の継続が行えます。

毎年1回の管理審査を受ける必要があります。

（内容は，1年間の事業の実施状況の把握と認証取得時に付された指摘事項の措置状況の確

認などです｡）

「森林認証」と「分別・表示」の2つがあります。

持続可能な森林経営を行っている森林を認証します。

多様な所有・管理形態に柔軟に対応するため，次の認証タイプに区分して実施します。

①単独認証（－人の所有者，自己の所有する森林を対象）

e共同認証（区域共同タイプ：一定の区域の森林を対象）
（雇人共同タイプ＆複数の所有者，自己の所有する森林を対象）

⑧森林管理者認証（複数の所有者から管理委託を受けた者，委託を受けた森林）

SGECの定める指標(35指標）ごとに，指標の事項を満たしているかを評価します。

満たしていない場合は，「懸念」「弱点」「欠陥」の指摘事項を付すことがあります。

認証林産物に非認証林産物が混入しない加工･流通システムを実践する事業体を認証します。

SGECの定める分別･表示システム運営規定に基づき,入荷から出荷にいたる各工程におけ

る認証林産物の，①保管・加工場所等の管理方法が適切か,e帳簿等によって適切に把握さ

れているか，を確認することです。

・現地審査

・結果の判定

…

…
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…

…

・認証のタイプ

･審査内容

|2."l･表示

・審杳内容

盈
『

◆SGECの審査に関するお問合せ先：

社団法人日本林業技術協会森林認証審査室
〒102-叩85束哀都千代田区六番町7aO3-3261-6638FeXO3-3261-3044
・日林協ホームページでもご案内しています。[http://Www.Jafta.or.jp]‐

り
ず
叫
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』 餌
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	2003年11月号目次

	子どもたちに山の素晴らしさ・尊さを－木原財団の軌跡

	緑のキーワード_世界林業会議／新刊図書紹介

	子どもだちを森|こ4-学校林_学校林の歴史的役割と現在
 
	子どもだちを森|こ4-学校林_学校林活用に向けた行政施策について
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	子どもだちを森|こ4-学校林_学校林活用の現場から《福島県古殿町立大久田小学校》

	子どもだちを森|こ4-学校林_学校林の活用《滋賀県日野町立南比都佐小学校》

	子どもだちを森|こ4-学校林_元気・森・もり活動《広島県布野村立横谷小学校》

	子どもだちを森|こ4-学校林_学校林活動の現場から《鹿児島県枕崎市立金山小学校》

	会員の広場_カラマツ70年生林分の生育経過－強度・弱度間伐区と無間伐区の比較

	リレー連載_レツドリストの生き物たち11_トゲネズミ

	シアトル便り6_北米における森林認証の現状

	八木久義の5時からセミナー8_忘れられない笑顔／本の紹介_森をはかる／こだま_改革なくして成長なし

	グリーングリーンネット_ワイルドライフ・マネジメントを推進する「森林動物共生室」／統計にみる日本の林業_住宅着工戸戸数と木造率／林政拾遣抄_みどりのゆび
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